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［要約］

１ 本稿は、１回目の１９９６年米国電気通信法の解説であり、今回は通信法で新たに認めら

れた垂直統合形態としてのベル系地域電話会社の長距離通信サービスの提供問題と、ベ

ル系地域電話会社同士の合併問題を取り上げ、統合化と競争政策の両立可能性を検討す

る。

２ ベル系地域電話会社の長距離通信サービスの提供は、１９９６年電気通信法で新たに認め

られたものであるが、これまでFCCに数件の申請が提出されたものの、いずれも却下

されている。一方、ベル・アトランティックとナイネックス、パシフィック・テレシス

とSBCコミュニケーションズというベル系地域電話会社同士の合併は、申請が認められ、

既に実施に移されている状況にある。ベル・アトランティックの事例は、一部に水平合

併の要素を含み、パシフィック・テレシスの事例はコングロマリット形態の合併に相当

する。一般的な合併審査では、垂直統合より水平合併に対して慎重な判断が下されるが、

電気通信事業のこれまでの事例で見る限り、一般的傾向とは逆の傾向を示していること

になる。

このような状況を踏まえ、本稿における第１の論点は、これまで構造分離で競争条件

整備が図られてきた電気通信事業の歴史からみて、今回の垂直統合を認める措置が時系

列的に整合的なものであるのか否かという問題である。第２の論点は、他産業と比べ、

高度に集中化された市場である電気通信市場における合併認可の適正性の問題である。

３ ベル系地域電話会社の自己の業務区域から発信される長距離通信サービスの提供は、

通信法第２７１条で認められたものであるが、現時点のところ認可の要件を満たしていな

いとして実施には至っていない。垂直統合形態には、利用者に対するワン・ストップ・

ショッピングの提供等により、利便性の向上が認められる一方、競争事業者に対する費

用の引き上げ行為等、反競争的行為が発生する可能性がある。この場合、地域通信市場

の競争が生じていること、あるいは、接続条件等の競争条件の同一性が規制手段を通じ

て担保され、たとえ設備ベースの競争が発生していなくとも競争事業者が存在している

のと同じ市場の状況が生成されていることが合併認可の判断基準となる。

４ 一方、ベル系地域電話会社であるベル・アトランティックとナイネックスの合併は、

LATA１３２に関しては水平合併に相当し、また、合併計画以前に互いの市場に参入し、
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はじめに

米国の１９９６年電気通信法が施行されて既に３年

近くが経過しようとしている。この法律は、地域

通信市場の競争に関しては詳細が規定され、連邦

議会がこの問題に対して深く関与していることを

示す一方、これ以外の分野の具体的制度設計につ

いては、その後のFCCの決定に委ねたところも多

く、発効当初は不鮮明な部分も多く散見された。

しかし、現在では、FCCの通信法に基づく規則制

定や事業者の新たな法制度の下での行動とこれに

対する規制機関の反応から、具体的な枠組みが見

え始めている。このような状況から、本稿及びこ

れ以降の別稿において、米国通信法とその後の動

きを踏まえ、通信法の重要事項についての筆者な

りの解説を試みてみたいと思う。

今回の対象は、事業者の統合化とこれに対する

規制当局の反応である。最近では、マルチメディ

ア化をにらんで、従来の業界の枠組みを超えた企

業の資本提携や合併が頻繁に行われ、情報通信産

業の資本関係を示した鳥瞰図は、短期間で塗り替

えられている。この背景には、アナログ方式から

ディジタル方式への移行という技術進歩があると

考えられるが、１９９６年電気通信法がマルチメディ

ア化を見通して、従来の事業形態を超えた業務制

約の緩和を打ち出したことも、企業の提携や合併

の動きを加速させているものと思われる。また、

統合化の動きは、情報通信産業だけではなく、自

動車産業や金融部門でも最近活発化しており、今

回取り上げる統合化もこのような全体的な潮流の

一つとみることもできよう。

しかし、日米の電気通信事業では、競争条件を

整備する目的で、米国においてはAT&T分割が

実施され、我が国ではNTT再編成、いわゆる分

割問題が議論されてきた歴史があり、これまでは

統合化ではなく、むしろ、構造分離が検討されて

きた。この点、１９９６年電気通信法制定前後から活

発化した米国における統合化、さらには、NTT

再編成の方針決定以降に話題となっている我が国

の事業者の提携や合併の動きは、これまで議論さ

れてきた競争政策と整合的なものなのだろうか。

また、統合化が認められる場合には、どのような

規制上の措置が必要とされるのだろうか。これが、

本稿における第１の問題意識である。

統合化の形態は、大別すると垂直統合、水平合

併及びコングロマリットの３種類に分けられる。

垂直統合とは、同一産業において生産段階が異な

るため競争関係にはない川上部門と川下部門を統

合することである。水平合併とは、第４節で定義

される同一製品市場、同一地理的市場における企

業間、すなわち、競争関係にある企業同士の合併

長距離通信サービスを提供する計画があったことから、この合併により将来発生するで

あろう競争事業者の存在の機会が失われたことになる。水平合併の場合には、合併によ

る効率性の向上と市場支配力の増大による弊害の比較衡量が、認可の主たる判断基準と

なる。FCCは、今回の案件に関し、司法省とFTCが合併を審査する際の方針である１９９

２年合併ガイドラインに即して審査を行い、条件を付加した上で合併を認可している。

この事例では、FCCが合併を審査するに当たって、１９９２年水平合併ガイドラインの考

え方を適用することを明記した点では評価されるが、合併により生じる複数の問題点を

指摘する一方、FCCの決定文書で多用した「公共の利益」の概念を明らかにしないま

ま、これを判断の指針としていることに関しては、決定の透明性の観点で問題を残して

いるように思われる。
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である。これに対して、コングロマリットとは、

垂直統合、水平合併以外の異なる業種間の企業合

併であり、一般的にその性格によって、同一では

ないが、関係する生産物を生産する企業間の合併

（product extension mergers）、同一生産物を異な

る地点で生産する企業間の合併（geographic

extension mergers）、製品市場及び地理的市場の

双方で異なる市場における企業間の合併（pure

conglomerate mergers）の３つの形態に細分化さ

れる。

電気通信分野では、通信機器の製造、研究開発

から地域通信サービスと長距離通信サービスの垂

直統合形態、基本サービスと高度サービスの一体

的提供、ベル系地域電話会社同士の合併や長距離

通信事業者同士の合併、電気通信事業者の他部門

への資本参加等、これまでにも３形態に対応する

様々な統合化が実施に移されている。しかし、本

論文では、米国通信法の解説という趣旨から、多

様な統合形態の中でも、１９９６年電気通信法との関

係の深い垂直統合としてのベル系地域電話会社の

長距離通信サービスの提供と、ベル系地域電話会

社同士の合併問題に議論を絞ることとする。

１９９６年電気通信法で新たに認められた垂直統合

形態は、ベル系地域電話会社の長距離通信サービ

スの提供と通信機器の製造業務への従事である。

しかし、これらは、法律上は機会が与えられ、既

に複数の申請が提出されたものの、現在のところ

長距離通信市場への参入条件を満たしていないと

して、いずれもFCCの申請段階で棄却されている。

一方、ベル・アトランティックとナイネックス、

パシフィック・テレシスとSBCというベル系地域

電話会社同士の合併は、直接的には１９９６年電気通

信法自体で認められたものではないが、法律制定

以降の統合化の流れの中で申請が提出され、既に

関係者の認可を得て実施に移されている。ベル・

アトランティックとナイネックスについては、ご

く限定的な地域でLATA間通信を行っており、今

回の合併は、その部分に関しては水平合併に相当

するが、大部分の地域における地域通信サービス

に関しては、加入者が双方の事業者のいずれかを

選択できる環境にはない。また、ベル・アトラン

ティックとナイネックスの合併に先立ち実施され

たベルサウスとパシフィック・テレシスの合併に

ついては、営業区域の重複がなく、定義上、水平

合併にはあたらない。すなわち、本稿で取り扱う

統合化については、垂直統合形態であるベル系地

域電話会社の長距離通信サービスの提供申請が却

下されているのに対し、ベル系地域電話会社同士

の合併については１９９７年に認可されている実態が

あると要約することができる。

一般に垂直統合形態は、合併前の企業が競争関

係にはないことから、合併によって競争関係にあ

る企業数が減少することがなく、第２節で述べる

とおり、垂直統合により経済厚生が高まるケース

も生じ得る。一方、水平合併では、競争市場にお

ける企業数の減少により市場支配力が高まると考

えられ、規制当局は、水平合併申請に関してより

慎重な姿勢で判断を行う傾向がある１。しかし、

最近の米国の電気通信事業に限って見れば、垂直

統合が認められず、一部に水平合併の要素を含む

ベル系地域電話会社の合併は既に認可されており、

産業全般を対象とする合併審査とは逆の結果とな

っている。現時点までのベル系地域電話会社の長

距離通信サービスの提供や、ベル系地域電話会社

の合併という限られた事例のみでその普遍性を論

じることは適切ではないが、一般的傾向と異なる

１ 司法省は、１９６８年合併ガイドラインでは、垂直統合により実質的に競争が阻害される市場構造が出現することの懸念から、川上
企業と川下企業の集中度に関して具体的基準を示して慎重な判断を行っていた。しかし、この方針は、１９８２年合併ガイドライン
で具体的数値基準の考え方が廃止される等、大幅に変更されている。
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結論が現実に生じているのは、電気通信事業に特

有の要因が存在しているのだろうか。あるいは、

これらの事例は、単なる過渡的又は例外的な現象

なのだろうか。これが、本稿の第２の問題意識で

ある。換言すれば、第１点目の論点が、電気通信

事業を時系列で見た場合の政策の連続性、整合性

の問題であり、２点目の論点が現時点で産業をク

ロスセクションで見た場合の他産業と電気通信産

業の対比の問題である。これらの点を明らかにす

るため、垂直統合の問題については分割前のAT

&Tの時代に遡り、その歴史的経緯を探ることに

する。また、水平合併の問題については、産業全

般を対象とする反トラスト法における合併の審査

基準を整理した上で、電気通信事業で生じた統合

化事例を検討する。具体的には、第１節で、１９９６

年電気通信法で認められたベル系地域電話会社の

長距離通信サービスを含む業務制約の条件付き緩

和について、１９８２年の修正同意判決と２、この判

決の発端となる１９４９年の反トラスト法訴訟を振り

返り、その歴史的経緯を整理する。第２節が、本

稿のケースを念頭に垂直統合の誘因と問題点を検

討する。第３節は、ベル系地域電話会社の申請に

対するFCCの反応について取り扱う。第４節及び

第５節は、水平合併の問題である。第４節で、水

平合併の評価と米国の水平合併の判断基準である

合併ガイドラインの考え方を整理し、第５節で

FCCがこのガイドラインに沿って、ベル系地域電

話会社同士の合併申請に対して、どのような判断

を下したかを述べる。

なお、本論文における基本的な視点は、１９９６年

電気通信法を契機に生じた様々な事業者の統合化

の動きに対して、政策当局の判断基準とは何か、

どのような決定が競争政策上、望ましいと判断さ

れるのかという点にあり、事業者の経営戦略とし

ての視点ではないことを予め記しておく。さらに、

最近の事業者の統合化の動向に関心のある読者は、

第３節と第５節で事業者の行動とこれに対する規

制当局の反応を把握することができる。

１ 垂直統合問題に関する経緯

米国では、一般に反トラスト法及びその具体的

指針を提示した合併ガイドラインが、企業形態や

企業行動を監視し、一方、企業側もこれを自己の

行動決定の判断基準とみなしてきた。この点につ

いては、電気通信事業においても、その例外では

ない。実際にAT&Tは、１９４９年及び１９７４年の司

法省による反トラスト法提訴以降、垂直統合形態

の是非を巡って司法省と争ってきた。つまり、ベ

ル系地域電話会社の業務制約を緩和する通信法第

２７１条の長距離通信サービス提供、第２７３条の製造

業務への従事の問題の発端は、１９００年代半ばまで

遡ることになる。

なお、以下では、１９９６年電気通信法のベル系地

域電話会社の業務制約の緩和に関連する事項のみ

を取り上げるが、AT&Tの垂直統合形態を巡っ

ては、このほかにも、ネットワークのオープン性

確保を条件とする基本サービスと高度サービスの

一体的提供３、AT&Tの地域通信回線の確保とし

てのマッコー・セルラ－及びテレポートの買収等、

様々な形態で発生している４。したがって、本論

文の検討対象は、AT&Tをめぐる垂直統合形態

の一部分にすぎないと言える。

２ 同意判決とは、違法行為自体の判断を行わず、将来的に一定の措置を執ることを前提に訴訟を終了させるものである。しかし、
透明性確保の観点から、事前に裁判所にその内容を公表し、第３者の意見提出の機会も設定されている。AT&Tをめぐる１９４９
年及び１９７４年の提訴の結果は、いずれもこの形態をとる。

３ AT&Tの高度サービスの提供は、１９８６年第３次コンピュータ裁定による非構造分離要件で認められたものである。本件につい
ての詳細は、浅井（１９９７）第７章参照。

４ マッコー・セルラーについては、１９９４年９月に発出されたMemorandum and Order Doc．９４―２３８、テレポートについては、１９９
８年７月のMemorandum and Order Doc．９８－２４参照。双方の合併とも水平合併及び垂直統合の両方の側面を有する。
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１．１ １９４９年反トラスト法訴訟

司法省は、１９４９年にベル・システムを反トラス

ト法に違反しているとして提訴した。ここでの争

点は、通信機器の製造に従事し、ベル・システム

の一つを構成していたウエスタン・エレクトリッ

ク社が、不当に高い価格でAT&Tに機器を納入

し、AT&Tが独占的状態を背景にその価格を電

気通信サービスに転嫁していることに対する疑義

である。当時のウエスタン・エレクトリック社は、

長距離通信サービスを提供するAT&T本社の１００

％子会社であり、AT&Tはウエスタン・エレク

トリック社に限定して機器を購入する義務を負う

ものではないが、標準機器契約（standard

supply contract）における製品検査や在庫管理条

件により、結果的にAT&Tへの納入者がウエス

タン・エレクトリック社に限定される状況を創出

していた。このことは、換言すれば、ウエスタン

・エレクトリック社がAT&T特有の仕様に基づ

く製品を製造、納入するに当たって生じる投資リ

スクを長期契約を締結することで軽減していたと

みることができる。

司法省は１９４９年の提訴において、AT&Tがウ

エスタン・エレクトリック社とこれ以外の機器メ

ーカーから無差別な機器調達を確保するため、両

社の出資関係を断ち切ること、さらに、機器の仕

様、設計に関与し、AT&Tとウエスタン・エレ

クトリック社が５０％ずつを出資するベル研究所に

関しても資本関係の分離をベル・システムに対し

て求めた。

この問題に対し、司法省はウエスタン・エレク

トリック社とAT&Tの費用情報を収集し、通信

機器に対して不当に高い価格が設定されているか、

AT&Tがその価格を転嫁しているのか、否かに

ついて調査を行ったが、その確証を得ることがで

きず、１９５６年に両者は和解し、提訴は取り下げら

れた。当時の同意判決でAT&Tに課せられた条

件とは、ベル・システムが特許情報を公開するこ

と、ウエスタン・エレクトリック社の機器販売先

を政府機関を除くAT&Tに限定すること、AT&

Tが提供可能なサービスは、規制下の公衆通信業

務及びその付帯業務に限定するというものである。

ウエスタン・エレクトリック社の販売先を制限す

ることは、他の通信機器製造メーカーとの競争上、

AT&T以外の事業者に略奪的価格を設定するこ

とを通じて、通信機器製造市場の競争を阻害する

ことを未然に防ぐこと、AT&Tに対しては規制

対象サービスに業務範囲を制限し、料金規制を適

用することによって、ウエスタン・エレクトリッ

ク社の不当な機器価格設定とAT&Tによる最終

財への価格転嫁を未然に防止する目的がある（２．

２項参照）。

しかし、１９４９年の提訴によりベル・システムの

費用データの検討は行われたが、通信機器と通信

サービスの双方で独占価格が設定されているとの

確証は得られず、１９５６年に同意判決として決着し

たことは、企業内及び企業取引の状況を第３者に

よる費用情報のチェックで明らかにすることの困

難性を示唆するものである。

１．２ １９７４年反トラスト法訴訟

１９７４年に、司法省は、再度ベル・システムを反

トラスト法に抵触するとして提訴し、AT&Tと

ウエスタン・エレクトリック社、ベル研究所のそ

れぞれの分離を求めた。今回の訴訟の争点は、製

造業と電気通信サービスの垂直的関係に加え、地

域通信サービスとその地域通信サービスを投入し

て長距離通信サービスを提供するAT&Tの垂直

統合形態と競争事業者間の関係である。当時の

AT&Tは２２社の地域電話会社を１００％子会社とし

て保有するため、実質的には長距離通信サービス

と地域通信サービスの双方を一体的に提供する垂

直統合事業者とみなすことができる。一方、新た
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に長距離通信市場に参入したMCI等の特殊通信事

業者は、ベル・システム又は独立系地域電話会社

の地域通信ネットワークと接続し、長距離通信サ

ービスを提供する形態であるため、この垂直統合

事業者と長距離通信サービスのみを提供する競争

事業者との公正な競争条件に関する問題が提起さ

れた。

１９８２年に出されたこの訴訟の結論は、AT&T

分割の実施と１９５６年当時のAT&Tに対する業務

制約を解除し、AT&Tの情報処理分野への進出

を可能にするというものである。AT&T分割は、

長距離通信事業と地域通信事業の資本関係を分離

することにより、AT&Tと他の長距離通信事業

者との競争関係について、技術的、経済的側面の

双方の点で同一性を確保することを目的とし、構

造分離で競争条件を整備した代表的事例であると

言える。

１．３ １９９６年電気通信法

米国の連邦議会は、１９９６年２月に数年間の活発

な議論を経て、１９９６年電気通信法を制定した。こ

の電気通信法は、１９３４年通信法を大幅に修正する

とともに、１９８２年の修正同意判決の失効を明記し、

さらに、通信法第２７１条で、ベル系地域電話会社

の長距離通信サービスの提供を条件付きで認める

規定を含んでいる。この規定は認可後少なくとも

３年間は分離子会社要件が課されるものの、その

後はベル系地域電話会社に対し、地域通信サービ

スと長距離通信サービスの一体的提供を認めるも

のであり、１９８２年の修正同意判決における産業構

造に関する考え方を大幅に変更させるものである。

ベル系地域電話会社の長距離通信サービスの提

供は、１９８２年の修正同意判決でこれが禁止されて

以降、ベル系地域電話会社がこの制約の解除を強

く求め、議会にも働きかけてきたところであるが、

AT&T分割実施から１０年以上を経て要望がよう

やく実現されたことになる。１９９６年電気通信法制

定当初、この法律制定の勝者は誰かという問いに

対して、多くのマスメディアがベル系地域電話会

社と答えたことを報道していたことは記憶に新し

い５。しかし、実際には、前述のとおり、FCCは、

ベル系地域電話会社が長距離通信サービスを提供

するための条件を満たしていないとの判断を下し

ており、ベル系地域電話会社の要望は未だ実現さ

れていない（第３節関連）。

２ 垂直統合の誘因と問題

これまでの電気通信事業の歴史では、第１節で

俯瞰されるとおり、電気通信事業者自らが垂直統

合形態を指向し、これに対して、政策当局が構造

分離を求めたという構図がある。１９９０年代前半で

は、ベル系地域電話会社が長距離通信サービスの

提供を実現するよう通信法改正のため積極的なロ

ビイング活動を行ったことは、その典型的な例で

ある。このため、本節では、なぜ事業者が垂直統

合形態を望むのかという、垂直統合を指向する誘

因を示し、併せて垂直統合が実現した際に生じる

問題点について検討する６。

垂直統合を指向する誘因としては、技術的要因

による費用構造の問題、すなわち、規模の経済性

又は範囲の経済性の追求がある。また、川上と川

下で独占企業がつながっている（chain of

５ 一例を挙げるならば、複数の大手証券会社等のアナリストが、ベル系地域電話会社を通信法改正の勝者と位置付けていることが、
Telecommunications Reportsの１９９６年２月５日号pp．１０―１１に報じられている。

６ 垂直統合の決定要因の包括的サーベイとしては、Perry（１９８９）が有益である。Perryは垂直統合の決定要因を技術的な要因、
取引費用の経済学、市場の不完全性によるものに大別して考察している。しかし、本稿では１９９６年電気通信法によるベル系地域
電話会社の垂直統合形態に焦点をあてているため、垂直統合の誘因についても、この問題に関するもののみをアドホックに取り
上げた。
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monopoly）場合には、二重マージン（double

marginalization）よりも、垂直統合のほうが効率

性の向上につながるケースが起こり得る。さらに、

垂直統合事業者は、個々に分離した事業者よりサ

ービスを統合化して提供することによって、様々

な料金体系を実現する途が開ける。この価格差別

化で効率性が向上するケースも想定されるが、利

用者間の負担の公正性の問題や垂直統合事業者が

競争事業者との関係から略奪的料金を設定する、

あるいは、競争事業者の費用引き上げを通じて、

反競争的行為をとる可能性も生じる。一方、垂直

統合事業者は利用者に対してワン・ストップ・シ

ョッピングを提供することにより、利用者の利便

性や評判を高め、競争上の優位性を確保すること

も可能になる。また、これは米国に特有の事例で

はあるが、１９８２年の修正同意判決の適用除外とし

て、個別認可から一般的ルールの適用によって、

不確実性の除去やレント・シーキング活動の削減

を期待することができる。

企業が垂直統合するか、あるいは、垂直統合形

態の維持を指向するか、否かについての決定は、

当該企業にとって重要な意思決定事項の一つであ

ろう。垂直統合の誘因は、必ずしも上記に掲げた

項目単独ではなく、複数の項目の組み合わせとこ

れ以外の要素、一方では垂直統合によって生じる

可能性のある弊害、具体的には、垂直統合された

各部門の市場メカニズムを通じた競争圧力が弱ま

る等の問題との比較衡量で判断されるものと思わ

れる。以下では、それぞれの項目について、電気

通信事業への適用の程度について検討する。

２．１ 技術的要因

企業は利用可能な技術の下でそれぞれの生産活

動を行い、その技術が企業の費用関数の形状と費

用水準を規定する。企業が統合によって規模の経

済性、あるいは、範囲の経済性を享受できるなら

ば、これは競争企業に対し優位性を高めることに

なる。

電気通信事業では、サービスの提供開始に当た

って、通信量の多寡に関わらず、あらかじめ一定

規模の設備投資が必要となり、規模の経済性が発

生する可能性が存在する。また、範囲の経済性の

発生要因として、Baumol et al.（１９８２）は公共的

投入財（public inputs）の存在を挙げ、Teece（１

９８０）は定量的把握は困難であるが、ノウハウや

技術に着目した範囲の経済性の発生要因について

の分析を行っている。加入者回線部門は、地域通

信サービス及び長距離通信サービスの双方に利用

されるネットワーク設備であり、これを設置、運

用する費用は、複数サービスにまたがって発生す

る。また、長距離通信サービスと地域通信サービ

スの提供に必要な技術には共有部分があると考え

られるほか、料金請求に関するノウハウ等は、サ

ービスの別を問わず共通であり、事業の運営上、

必要不可欠である。このような固定的設備の存在

による規模の経済性や様々な要因による範囲の経

済性の享受の結果、市場全体では効率性が高まり、

利用者はより低い費用でサービスの利用が可能に

なる一方、事業者側では事業者の収益性や資金力

が高まることが期待されるケースが生じると考え

られる。

最近の電気通信事業における費用関数の推定に

関するサーベイとしては、浅井・根本（１９９８．pp．

１２４－１３４）がある。このサーベイによる１９８０年代

前半に発表された費用関数の実証分析は、いずれ

も１９７０年代後半までの時系列データによる推定で

あり、ここでは０．３程度で統計的に有意な規模の

経済性の存在が認められる７。一方、１９９０年代で

７ ここでは、経済性指標を１―（∂C／∂Y）（Y／C）で測っている。指標が正であれば規模の経済性が存在し、負であれば不経済が
発生していると判断される。

10



は規模の経済性がほとんど存在しない、又は、不

経済が発生している推定事例もあり、平均費用曲

線が経済性計測の近傍で水平、あるいは、僅かで

はあるが右上がり領域となっていることがあるこ

とが示されている。範囲の経済性については、規

模の経済性に比べ検証した事例は少ない。示され

た実証分析事例の中では範囲の経済性の存在を認

めるものは多いが、存在が棄却される事例や範囲

の経済性が存在する領域が一部分に限定される等、

必ずしも範囲の経済性の存在を前提に議論が進め

られないことを示唆する結果となっている。費用

関数の推定結果から見る限り、費用構造が当該事

業の垂直統合形態を支持するか否かは必ずしも明

らかではない。対象となる事業と対象サービスに

よって、規模の経済性及び範囲の経済性の検証結

果が異なるというのが、実証分析の要約としては

妥当なところであろう。このため、垂直統合の誘

因として、費用構造が関係しているか否かは、そ

れぞれの事例によって結論が分かれることになる。

２．２ 二重マージン

二重マージンのモデルは、電気通信市場の競争

状況と規制の適用により、現在では顕在化されて

いないと考えられるが、分割前のAT&Tではこ

れがあてはまるケースがあること、この議論は接

続料金規制の根拠の一つとも関係することから、

本稿で取り上げることとする。

以下では一般的な産業を対象に、川上部門と川

下部門を統合したほうが効率的なのか、構造分離

のほうが望ましい資源配分をもたらすのかについ

て、市場の形態別に考える。以下では、川下企業

が中間財Q１を製造し、川上企業がこの中間投入を

利用して製造した財Q２を最終財市場に供給すると

仮定する。川上企業が生産活動を行う際の限界費

用をMC１、中間財需要に対する限界収入をMR１、

川下企業が生産活動を行う際の限界費用をMC２、

最終財需要に対する限界収入をMR２で表す。この

とき、川上企業と川下企業のそれぞれの価格設定

については、単純化すると、表１のとおり完全競

争市場における限界費用に基づく設定と、独占市

場における独占価格の設定の４つの組み合わせに

分けられる。具体的に、表１のケース１の場合で

は、川上企業と川下企業の双方が完全競争市場で

あるため、最終財価格はそれぞれの限界費用に基

づくP４で設定される。この価格水準は、川上企業

と川下企業が競争下で垂直統合して最終財を生産

した場合の価格と変わらない。一方、ケース４の

ように双方が独占企業として生産活動を行う場合

には、川上企業は、MC１＝MR１で価格P１を設定し、

川下企業に中間財Q１を供給する。川下企業も独占

的状況にあることから、図２のとおりP１で購入し

た財Q１を利用し、P１＋MC２＝MR２で設定される価

格P２で最終財Q２を提供する。一方、川上企業と川

下企業が独占下で垂直統合し、１社で中間財から

最終財までを提供する形態であれば、最終財価格

はMC１＋MC２と最終財の需要曲線D２に対する限界

収入MR２の交点P３で設定される。この価格は川上

企業と川下企業がそれぞれ存在し、独占がつなが

っている状況よりも、垂直統合企業のほうが経済

効率の点で望ましいことを示している。

川上企業と川下企業の双方が供給独占であるケ

ース４の状態を前提とすると、垂直統合によって

効率性は向上する。電気通信事業において、この

ケースの適用可能性としては、料金規制又は接続

表１ 川上企業と川下企業の価格設定

川上企業 川下企業 最終財価格

ケース１ P＝MC P＝MC P４

ケース２ P＝MC MC＝MR P３

ケース３ MC＝MR P＝MC P５

ケース４ MC＝MR MC＝MR P２

注：独占下で垂直統合している場合の価格は、P３である。
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Q2

料金規制がない場合を想定すると、以下の２つの

事例が考えられる。一つは、長距離通信事業者が

地域通信事業者のネットワークを中間財として購

入し、最終財としての長距離通信サービスを提供

する事例であり、二つ目は、通信機器製造業者が

電気通信事業者に機器を納入し、電気通信事業者

がこれを使って最終財としての通信サービスを提

供する事例である。

前者の電気通信サービスの場合、川上、川下の

双方、特に中間財にあたる地域通信サービスを提

供する事業者が独占的状態であることは起こり得

るが、通常の場合、規制当局は、このような事業

者に対してMR＝MCによる料金が設定されるこ

とを防ぐため、一定の料金規制を課す。料金規制

の適用によって、料金が平均費用（図１及び図２

では限界費用を一定としているので限界費用）に

基づき決定されている場合には、事業者が川上、

川下で分かれていても、擬似的に表１のケース１

と同じ状態が実現される。このときの垂直統合に

おける最終財価格は、垂直分離の際の価格と同じ

水準であり、最終財の価格は図２のP４で経済厚生

は統合の有無に関わらず変わらない。

地域通信市場は、我が国をはじめ諸外国におい

ても独占的状態であるが、長距離通信市場では各

国とも競争的状態へと移行しつつある。この点、

双方が供給独占である二重マージンの前提は、こ

の場合、当てはまりにくい。表１のケース３に相

当する地域通信市場で独占価格、長距離通信市場

が競争的で長距離通信サービスが限界費用に基づ

き設定されると想定すると、長距離通信サービス

価格はP５となる。これは、双方が競争的市場、あ

るいは、料金規制によって擬似的に競争市場が生

成されたと仮定した場合の料金P４より高いが、双

方がそれぞれに独占で提供する場合の料金P２と独

占下の垂直統合形態で提供される料金P３より低い。

さらに、独占的傾向が強い地域通信市場では、

我が国を含め各国において最終財及び中間財とし

ての地域通信サービスに一定の料金規制が課され

ている。規制に実効性がある限り、MR＝MCに

よる料金設定は回避される。同様に、接続料金規

制に関しては、地域通信市場に競争メカニズムが

機能しているのと同じ成果を達成させること、長

距離通信サービスまで考慮した場合には、表１の

ケース１を実現することに規制適用の意義を見出

すことができる。

次に想定される事例が、製造業と電気通信事業

者の関係である。電気通信サービスの場合には、

公益事業として一般に料金規制が適用されるが、

通信機器に対しては製造業の一つとして料金が規

制されていないことが、前者の電気通信サービス

図１ 中間財市場（川上企業） 図２ 最終財市場（川下企業）
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の事例との相違点である。このため、通信機器の

製造業者が、独占的状態である場合には機器に対

して独占価格を設定することも可能となる８。独

占的な電気通信事業者は、その機器を購入して、

機器の独占価格を自己が提供する電気通信サービ

スに転嫁する。双方が独占で独占価格を設定し得

る際には、Spenglerのモデルから示唆されるとお

り製造業と電気通信サービスを垂直統合して提供

するほうが、経済厚生の観点から望ましいことに

なる。このような状況は電気通信サービスに料金

規制が適用されていないか、あるいは、課されて

いても費用情報の非対称性から適切に機能してい

ない場合に生じる。後者の場合は１９４９年に司法省

が当時のAT&Tを反トラスト法に抵触するとし

て提訴した際の状況に近い。

独占がつながっている場合の解決策としては、

一つは垂直統合して複数回の独占マークアップを

一回とすること、二つ目は少なくとも一方の企業

の市場を実態上、又は、規制手段によって競争的

市場とし、独占価格が設定できないようにするこ

とである。１９５６年の司法省とベル・システムの和

解条件の一つである特許情報の公開は、通信機器

市場においてウエスタン・エレクトリック社と競

争する企業が存在することを促すことにより、ウ

エスタン・エレクトリック社が独占価格を設定で

きない市場の状況を生成すること、ウエスタン・

エレクトリック社の販売先をAT&Tに限定する

ことによって、AT&Tとこれ以外の販売先に差

別的取り扱いをすることを未然に防止し、かつ、

AT&Tの提供業務を規制対象業務に限定するこ

とで、通信機器価格の転嫁を含むAT&Tの料金

をチェックする体制を整える意味がある。特に、

ウエスタン・エレクトリック社の販売先をAT&

Tに限定し、AT&Tに規制を適用することは、資

本関係では１００％の子会社関係ではあるものの、

経済的な意味では、ウエスタン・エレクトリック

社とAT&Tの垂直統合形態を創出し、独占のマ

ークアップが複数回行われることを回避する意味

を持つと考えられる。

２．３ 料金設定の自由度

電気通信事業者は、垂直統合によって、そうで

ない場合と比較して料金設定の自由度が増大し、

価格差別化を実行する可能性が高くなる。ここで

の価格差別化とは、事業者が費用水準が同一であ

っても需要者の価格弾力性の相違から、利潤極大

化を意図して需要者に異なる価格を設定する第３

種価格差別化である。

合併に際して、価格差別化が具体的にどの程度、

垂直統合の決定要因として作用したかの問題を別

にしても、１９９７年９月に合併した日本テレコム株

式会社と日本国際通信株式会社の場合では、合併

後に国内通話料と国際通話料を合算して料金を割

り引く選択料金が導入されている。これらの料金

は、契約年数に応じた料金割引、特定の電話番号

の通話や同一名義の回線に対する通話の割引サー

ビスであり、利用者獲得を意図する第３種価格差

別化の実施例である。価格差別化の経済厚生への

影響は、需要の価格弾力性が低いサービス市場と

高いサービス市場の厚生の変化分により一義的に

は決まらないが９、事業者の立場では他の代替手

段を有する需要の価格弾力性が相対的に高い大口

利用者を囲い込む手段として、このような価格設

定を利用することができる。Perry（１９７８）及び

Tirole（１９８８）は、明示的な価格差別化が法的な

理由等で実施できない場合、実効的に需要の価格

８ 端末機器市場は競争的市場であるが、電気通信事業者が購入する交換機設備は世界的に見ても寡占市場であると考えられる。。
９ 本件については、Varian（１９８９，pp．６１９－６２２）参照。
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弾力性に応じた第３種価格差別化を行う手段とし

て垂直統合が起こることも示している。この見解

は、垂直統合の誘因として、価格差別化に積極的

な意義を認めるものである１０。

なお、ベル系地域電話会社の長距離通信サービ

スの提供に関して、分離子会社要件が適用されて

いる限りは料金設定の自由度についても制約が課

されるが、少なくとも３年経過後の一体的提供が

認められた以降は、様々な料金設定に途が開かれ

ることになる。

このような需要層別料金設定は、市場全体の効

率性を向上させるケースもあるが、他に代替手段

が少なく需要の価格弾力性が低い需要者に対し相

対的に高い料金を設定し、需要の価格弾力性が高

い需要者に相対的に低い料金が設定されることに

つながる。また、垂直統合事業者が他の競争事業

者を市場から退出させることを意図して、略奪的

料金を設定する可能性もある１１。しかし、電気通

信事業において略奪的料金が設定されるのは、以

下の状況から限定的なものと考えられる。

第１に、競争事業者が市場から退出するのは、

価格が競争事業者の短期平均可変費用を下回った

場合である。垂直統合事業者が競争事業者を市場

から撤退させるには、その費用水準まで価格を引

き下げる必要がある。当初から垂直統合事業者の

費用水準が他の事業者と比べ大幅に低いものでな

い限り、垂直統合事業者は自己の価格を引き下げ

ることにより、自ら負の利潤を発生させることに

なる。電気通信事業では、一般的に垂直統合事業

者が既存事業者、競争事業者が新規参入事業者に

対応する。新規参入事業者は参入時点の最新の技

術で市場に参入し、採算性の高い地域から事業展

開を行うことから、初期投資の負担はかかるもの

の、既存事業者に比べ費用水準が大幅に高いこと

は現実には想定し難い。このような状況では、競

争事業者の退出後に垂直統合事業者が独占価格を

設定し、略奪的料金設定の際に生じた赤字を事後

的に補填できる場合を除き、垂直統合事業者が略

奪的料金を設定するインセンティブは低い。

第２に、電気通信事業では我が国に限らず、諸

外国においても料金規制が簡素化される傾向があ

るが、独占的傾向が強い地域通信サービスに対し

ては、一定の規制が維持されている。料金規制に

は内部補助テストが内包されており、例えば長距

離通信サービスと地域通信サービスの双方を提供

する垂直統合事業者が、競争関係にある他の長距

離通信事業者の市場からの撤退を意図して、長距

離通信サービスに増分費用を下回る料金を設定し

た場合には、テストでその料金は内部補助されて

いる料金と判断され、規制上、認められないこと

になる。料金規制は、米国をはじめ我が国でも緩

和される方向にあるが、少なくとも地域通信サー

ビスの料金に対しては一定の料金規制が継続され

ることから、その際に内部補助テストが行われ、

このような略奪的料金の設定は回避される。また、

垂直統合事業者の料金に規制が適用される場合に

は、競争事業者の市場からの撤退後の料金引き上

げに対しても料金審査の対象となり、規制手段に

よって、これまでの損失を償うための料金の引き

上げは認められないことになる。このため、料金

引き下げの期間で生じた損失を補填するため、競

争事業者の退出後に独占価格の設定が実施される

見込みは低く、垂直統合事業者は略奪的料金を設

定した際に発生した赤字を回収することができな

１０ 垂直統合が料金規制の回避手段として実施される可能性があることは、PerryやTiroleのほか、実務レベル、具体的には、司法
省が１９８４年６月に発表された「１９８４年合併ガイドライン」においても言及されている。

１１ 設定された料金が略奪的料金であるか否かを判断するテストとしては、Areeda and Turnerテスト、Posnerテスト、Baumolテ
スト、Williamsonテスト及びOrdover and Salonerテスト等、複数のテストがある。また、これらのテストには、正確に費用が
推定されることが前提であり、実際上のテストの実施には困難性を伴う。
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くなる。

第３に、サンクコストが小さい場合、垂直統合

事業者が競争事業者の退出後に再度価格を引き上

げることは、退出企業が再び市場に参入すること

や潜在的参入事業者の新規参入を招くことから、

垂直統合事業者は、たとえ、料金規制がなくとも、

料金を引き上げることによって独占利潤を獲得す

ることができなくなる。このような場合、垂直統

合事業者は、競争事業者を市場から閉め出した後、

料金を引き上げることが実行上不可能となり、こ

のことが予見できる場合には、略奪的料金設定を

行うインセンティブは低下する。

なお、従来から電気通信ネットワーク設備は、

共同溝等の管路を除き、用途が電気通信事業用に

限定され、事業者が退出する際には回収が困難な

投資と考えられてきた。現在でもネットワーク設

備のその基本的特性には大きな変化はないと考え

られるものの、１９９６年電気通信法制定以降に事業

者の買収、合併が活発化していることを考慮する

と、実態上、ネットワーク設備の転売の可能性も

生じているものと思われる。

一方、料金設定の自由度には、最終財の料金設

定の問題のほか、中間財に相当する事業者間の接

続料金の問題がある。最終財に対する略奪的料金

は、垂直統合事業者が自己の価格を操作し、競争

事業者を閉め出すことによって、市場の競争状況

を変化させるものであった。後者の問題は、垂直

統合事業者が競争事業者の費用を引き上げる、あ

るいは、競争事業者の生産量を抑制することによ

って、市場の競争状況を変化させる行動である。

これは、換言するならば、事業者には、自己の最

終財価格の操作以外に、競争相手の事業者の費用

水準や生産量を変化させることによって、自己の

利潤を増大させ、また、競争事業者を市場から閉

め出すために垂直統合という形態を選択する動機

があることを意味する。これが、Ordover and

Saloner（１９８９），Scheffman（１９９２），Krattenmaker

and Salop（１９８６）が提唱した競争企業の費用引

き上げ（Raising Rival's Costs）モデルである。

ここでは、図３のように中間財を生産する企業

が２社（I１，I２）、この中間財を投入して最終財を提

供する企業がそれぞれ２社（F１，F２）存在し、さ

らに、以下の状況を仮定する。企業F１は垂直統合

前では企業I１及びI２の双方から中間財を購入し、

企業F２も同様に、企業I１及びI２の双方から中間財

を購入する。企業I１と企業F１が垂直統合し、垂直

統合企業は競争関係にある企業F２に中間財を販売

しないものとする。この仮定の下では、企業F２は、

垂直的取引制限により、非統合の中間財企業I２の

みから中間財の供給を受けざる得ない。中間財の

企業F２への供給曲線は、図４のとおり、S１からS２

へと左にシフトし、中間財価格はP１IからP２Iに上

昇する結果、企業F２は最終財価格を引き上げるか、

あるいは、供給曲線のシフトに応じて自己の中間

図３ 垂直統合形態
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財の需要曲線を左にシフトさせ、結果的に最終財

市場へのF２の供給量を減少する行動をとらざるえ

ない。一方、垂直統合企業F１は、企業F２が最終財

価格を引き上げている場合には、自己の価格を引

き上げて利潤を増大させる、あるいは、価格水準

を維持した上で、これまでの企業F２の市場を獲得

することができる。

また、垂直統合企業が企業F２に中間財Q１を供給

する場合であっても、企業F２に提供する中間財が

企業F２の最終財の生産に必要不可欠で他に代替性

がなく、かつ、企業I２の中間財の供給能力が小さ

い場合を想定しよう。この場合には、垂直統合企

業は中間財市場における独占力によって、垂直統

合企業内では自社内取引を行う一方、企業F２には

独占利潤を獲得するため、中間財に対してMR=

MCによる独占価格を設定することが可能とな

る１２。この結果、企業F２は垂直統合企業と比べ競

争上不利な状況に置かれ、当該市場から閉め出さ

れる場合が生じることも想定される。

電気通信事業では、中間財を生産する企業I１，I２

が、地域通信サービスを提供する事業者、最終財

を生産する企業F１，F２が長距離通信サービスを提

供する事業者に対応する。地域通信サービスは、

長距離通信サービスの提供に当たって必要な中間

財であり、既存の地域電話会社の加入者回線を完

全に代替する手段がないことから、地域通信ネッ

トワーク設備は不可欠設備（essential facilities）

とも呼ばれている１３。この不可欠設備を提供する

事業者が、米国においてはベル系又は独立系地域

電話会社であると考えられてきた。企業I２に相当

する事業者として、大都市地域を中心にサービス

を提供する競争的アクセス事業者が存在するが、

伝統的地域電話会社である企業I１に比べれば小規

模であり、市場に与える影響力は大きいものでは

ない。このような状況では、長距離通信サービス

の提供が認められるベル系地域電話会社は、競争

事業者に対して自社内取引よりも高い地域通信ネ

ットワークへのアクセス料金を課すインセンティ

ブを有する。この中間財の価格設定の不公正性を

回避する手段が、接続料金規制である。換言すれ

ば、電気通信事業において、競争事業者の費用引

き上げモデルが示唆することは、垂直統合形態の

事業者とこの事業者の中間財を投入して競争関係

にある最終財を提供する事業者との間で、同一の

競争条件を何らかの手段によって確保することの

必要性であると言える。この場合、電気通信事業

１２ この問題については、Krattenmaker and Salop（１９８６）参照。
１３ 電気通信事業で不可欠設備という用語が使われたのは、MCI Communications Corp.v.AT&T．，７０８F２d．１０８１である。この判決
における不可欠設備の取引拒絶とは、競争相手の企業の活動に不可欠な設備を支配的企業が専有していること、その設備と同等
の設備を新たに競争企業が設置することが不可能に近いこと、支配的企業が競争企業に対して、その設備に関しての取引を拒絶
していること、支配的企業が競争企業と取り引きすることが実効上、可能であることを要件としている。

図４ 競争事業者の費用引き上げ（中間財市場）
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でこれまでとられてきた措置が、垂直分離又は垂

直統合を認める場合に接続料金規制を適用するこ

とである。

２．４ 利用者の利便性

ベル系地域電話会社が長距離通信サービスを提

供することにより、利用者は、料金請求、各種照

会、問い合わせの一本化、契約手続きの簡素化と

いういわゆるワン・ストップ・ショッピングによ

る便益が得られる。電気通信事業における多角化

の理由として、このワン・ストップ・ショッピン

グの提供を挙げるものにWare（１９９８）等がある１４。

現時点ではベル系地域電話会社は地域通信市場に

おいて圧倒的な地位を占めているが、将来的には

徐々にではあるが、競争メカニズムが機能する市

場に移行することが想定される。地域通信サービ

スと長距離通信サービス、移動体通信サービスと

長距離通信サービス、基本サービスと高度サービ

ス双方を一体的に提供することは、利用者側にワ

ン・ストップ・ショッピングを提供する事業者と

して他の競争事業者との特異性を明らかにし、事

業者としての評判を高めることによって、新たな

利用者を獲得する要因になるものと想定される。

これについても、ベル系地域電話会社の長距離通

信サービスに対する分離子会社要件が終了した際

に効果が出るものと予想される。

また、海外の電気通信事業者が我が国の事業者

と提携する際にも、垂直統合事業者が存在する場

合にはその事業者のみと交渉、契約することで処

理は完結し、各サービス市場毎に複数の交渉を行

う必要はない。国際的活動を考慮した場合におい

ても、垂直統合形態によってワン・ストップ・シ

ョッピングを確保することは、利用者のみならず

事業者にも利便性が発生する可能性があるものと

考えられる。

２．５ 多角化に関する個別認可の回避

ベル系地域電話会社は、１９８２年修正同意判決に

より自己が提供可能な業務がLATA内の公衆通信

サービス、アクセス・サービスに限定された。し

かし、この修正同意判決は第Ⅷ第C項の規定によ

り、ワシントンDC連邦地方裁判所の適用除外の

承認が得られれば、ベル系地域電話会社に対し、

規定された以外のサービスを提供する途が残され

ている。この手続きは、ベル系地域電話会社から

申請が司法省に提出され、司法省が修正同意判決

を担当したワシントンDC連邦地方裁判所のグリ

ーン判事に勧告を行う形で進められ、司法省には

１９８６年に８０件を越す申請が提出されたことをピー

クに、毎年３０件から４０件の申請が行われている。

Rubin and Dezhbakhsh（１９９５）によると、司法

省が処理した後の裁判所の申請処理時間は、平均

して１９８４年時点で９か月、１９８８年では６５．６か月、

１９９３年では５４．７か月に及んでいる１５。このように

それぞれの事例に関して個別的判断に委ねる方法

は、決定までに時間を要する上、判決までに至る

様々な事務コストと決定に関する不確実性を発生

させる。垂直統合が認められることは、この場合

では地域通信サービスと長距離通信サービスにお

ける業務の多角化が認められることを意味し、

１４ ここでは、１９９６年２月２６日付けCommunications Weeksで、消費者の２／３が地域通信サービスと長距離通信サービスを単一の
事業者から利用できることを希望しているとの報告が掲載されている。また、ベル・アトランティックとナイネックスの合併を
認可したFCC文書の脚注２２２では、最近の研究報告書として、米国世帯のほぼ８０％が支払額が変わらない限り、電気通信サービ
スと情報サービス（地域電話サービス、長距離通信サービス、CATV、携帯電話サービス、無線呼び出しサービス、インターネ
ット・アクセス）を同一事業者から受けたいとの意向があることが示されている。但し、過半数を上回る利用者が単一事業者か
らの複数サービスの提供を望んでいるとはいえ、前者では消費者の１／３、後者でが２０％の世帯が、たとえ支払額が同じで、料
金支払先が複数に分かれていようとも、サービス毎に事業者をバンドルしてサービスを利用する意向があることには留意する必
要があろう。

１５ Rubin and Dezhbakhsh（１９９５）は、修正同意判決の承認申請処理の遅延による経済厚生の損失の推定を行っている。
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個々の申請に対して承認を得なければならないこ

とから生じるレント・シーキング活動や将来の事

業計画に対する不確実性の一部を回避することが

できる。したがって、個別認可手続きに係るコス

ト、レント・シーキングな活動のコスト等を回避

する手段として、事業者が垂直統合形態を選択す

ることが考えられる１６。

以上本節で見たとおり、当該産業の費用構造条

件によっては効率性を促進する、個別認可に関す

る不確実性やレント・シーキング活動を軽減する、

あるいは、需要者側にワン・ストップ・ショッピ

ングの提供を通じて利便性を向上し、その結果、

当該事業者の評判や知名度を高めるという要因に

もなり、事業者には垂直統合形態を選択するイン

センティブがあると考えられる。また、垂直統合

によって、多様な料金体系が実現され、顧客の獲

得、あるいは、囲い込みという行動をとることが

可能になるという側面も有する。しかし、料金設

定の自由度、ワン・ストップ・ショッピングの提

供、一体的にサービスを提供することにより得ら

れるブランドや評判の効果が本格的に表れるのは、

ベル系地域電話会社の分離子会社要件が終了し、

１社でサービスを提供することが認められるまで

待たなければならない。

また、１９９６年電気通信法で整備された接続料金

規制は、事業者が自己でネットワークを構築し、

サービスを提供するか、他社との接続によってサ

ービスを提供するかの選択の機会の同等性を提供

するものであるが、接続形態を選択する限りは、

競争事業者に自己の投資計画に関する情報を事前

に提供し、具体的接続条件等について交渉を行う

必要がある。これは、競争事業者が自己と競争関

係にある垂直統合事業者に対し、自らの経営戦略

を事前に公開せざる得ないことを意味する。一方、

垂直統合事業者は、企業内の情報交換や企業内の

調整、長期投資計画の策定でネットワーク構築の

長期的見通しを立てることができる。これも、垂

直統合形態を選択するメリットとして挙げられ

る１７。

垂直統合形態にはこのような長所がある一方、

規模の不経済性の発生による費用の上昇という事

業者自身の問題のほか、略奪的料金設定、あるい

は、競争事業者の費用の引き上げを通じて、最終

的には垂直統合事業者が他事業者を市場から閉め

出すという行為を発生させる可能性を含んでいる。

このような背景から、ベル系地域電話会社の長距

離通信サービスの提供を認める場合に、どのよう

な要件を予め課すことが必要となるのかについて

現実の例を踏まえて検討する。

３ １９９６年電気通信法と垂直統合

１９９６年電気通信法によるベル系地域電話会社の

長距離通信サービス提供問題の発端は、１９８２年の

修正同意判決に遡る。１９８２年の修正同意判決の基

本的考え方は、地域通信市場における分割前の

AT&Tの市場支配力の存在を前提に、その市場

支配力が他分野で行使されるのを防ぐため、長距

離通信市場と地域通信市場を分離することにある。

１６ ベル系地域電話会社が長距離通信サービスを提供する場合には、州公益事業委員会及びFCCに申請を提出する必要があり、こ
の点では、法制定以前と大差はない。しかし、１９９６年電気通信法及びその後のFCCの決定によって、提供が認められる条件が
明示されており、グリーン判事の裁量に委ねられた以前の状況と比較すれば、決定に関する不確実性は軽減されているものと思
われる。
さらに、FCCはベル系地域電話会社の長距離通信サービスの提供に関して、手続き面では１９９６年１２月に発出された文書（CC．

Doc No．９６－４６９）で具体的申請内容とその手順を明示し、チェックリストの判断については、ベルサウスの申請を具体的に解
説し、その判断基準の明確化を図っている（１９９８年１０月に公表されたFCC Doc No．９８－１２１）。

１７ 中間財の安定的な利用を確保することも垂直統合の要因の一つとして挙げることができる。しかし、通信法では、その第２５１条
で既存の地域電話会社に詳細な接続義務規定が課されており、この条項によって、長距離通信事業者の中間財需要の不確実性は
除去されていると解釈することができる。
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このため、分割後のベル系地域電話会社に対して

は、修正同意判決で業務制約が課された一方、独

占力行使の懸念が低いAT&Tをはじめとする長

距離通信事業者の州内通信サービスの提供に関し

てFCCは制約を課しておらず、それぞれの州政府

の判断に委ねられている。

また、修正同意判決は、ベル系地域電話会社に

対する業務制約に加え、接続条件の同一性を確保

するため、市内交換機の改造を義務付けた。その

結果、１９８０年代では、FCCの一連のアクセスチャ

ージ裁定による経済的合理性の改善と市内交換機

の更改による技術上の問題の解決を通じて、AT

&Tとこれ以外の長距離通信事業者の競争条件が

整備されたと要約することができよう。このこと

は、換言すれば、競争条件の同一性が確保される

ならば、必ずしも地域通信事業と長距離通信事業

を分ける根拠は失われ、再度統合化するという選

択肢があることを示唆しており、このことが１９９６

年電気通信法の議論につながっていく。本稿の１

点目の論点である時系列的な政策の整合性の問題

については、構造分離の必要性が、市場の競争状

況の変化と競争条件整備の進捗状況に対応して変

化してきたと解釈することができる。しかし、垂

直統合が認められる場合、前節で見た問題点を惹

起する恐れがある。以下では、３．１項で１９９６年電

気通信法の規定の意義を述べ、３．２項でベル系地

域電話会社の長距離通信市場への参入に対する

FCCの対応を具体的に整理する。

３．１ １９９６年電気通信法の意義

ベル系地域電話会社は、１９８２年の修正同意判決

による業務制約に対し、短期的には適用除外の承

認を裁判所から得ることでサービス提供を実現し、

長期的戦略として業務制約の解除を意図して通信

法改正を議会に働きかけてきた。１９９６年電気通信

法は、制定過程においては長距離通信事業者と地

域電話会社の利害対立を背景とする活発なロビイ

ング活動が話題となったものの、最終的には、以

下の要件を満たすことを条件に、ベル系地域電話

会社に自らの業務区域から発信されるLATA間通

信サービスの提供が認められた。

A 地域通信市場でベル系地域電話会社以外の

設備ベースの事業者が存在し、ベル系地域電

話会社と接続していること、あるいは、競争

事業者が存在していない場合には、接続約款

が存在していること。

B 接続条件確保等の１４項目からなる競争上の

チェック・リストを満たしていること

C 分離子会社形態で提供すること

D 長距離通信サービスへの参入が公共の利益

に適合すると認められること

これらの長距離通信サービスの提供要件は次の

意味を有すると解釈される。現段階では地域通信

市場は、各地域別にはベル系地域電話会社の独占

的状況が存続していることから、２．３項の競争事

業者の費用引き上げモデルの現実化が想起される。

すなわち、地域電話会社は自社の長距離通信事業

者には限界費用に基づき企業内取引を行い、自社

以外の長距離通信事業者には独占利潤を獲得する

価格を設定することにより、自社の利潤を高める、

あるいは、競争事業者を不利な状況に置くことに

より市場から退出させるインセンティブを有する。

しかし、競争企業の費用引き上げが生じるのは、

中間財市場が独占的市場であることを前提とし、

長距離通信事業者がベル系地域電話会社以外の事

業者から地域通信サービスを購入できるのであれ

ば、競争事業者に高い料金を課すことはできなく

なる。この点、ベル系地域電話会社が長距離通信

サービスを提供するに当たって、通信法第２７１条

で地域通信市場において設備ベースの競争事業者

が存在することを要件の一つとしていることは、

垂直統合を認めても事業者が競争事業者に費用引
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き上げの行為を実行できない状況が確認されるこ

とを意味する。

また、競争事業者の費用引き上げを防止するた

めには、中間財市場に相当する地域通信市場での

競争事業者の存在のほか、市場取引と企業内取引

の取引条件の同一性を確保することが不可欠であ

る。このことは、市場が十分に競争的であれば、

市場メカニズムによって、そうではない場合には、

接続会計を含む接続料金の設定という規制手段で

担保することが考えられる。接続料金設定の趣旨

は、２．２項で述べたとおり、地域通信市場が独占

的状態であっても規制手段を通じて競争的市場で

設定されるであろう料金と同等の水準の料金設定

を実現することにある。通信法第２７１条でベル系

地域電話会社に長距離通信サービスを認めるに際

して、接続約款が作成されていることを要件の一

つとすることは、たとえ物理的には施設ベースの

競争事業者が存在しない場合であっても、擬似的

な競争的市場が成立していることを確認するため

の措置と位置付けられる。しかし、地域電話会社

と非統合の長距離通信事業者間、地域電話会社と

規制当局間の情報の非対称性の問題から、接続料

金規制という規制手段によって同一性確保を実現

することは必ずしも容易ではなく、また、規制コ

ストもかかる。この点、接続約款による措置は、

地域通信市場において設備ベースの競争事業者が

存在するまでの間、制度的に競争的市場を創出す

るという過渡的方策と考えることができる。

通信法に規定された長距離通信市場への参入の

条件である設備ベースの競争事業者の存在と接続

条件の整備は、競争事業者の費用引き上げを防止

する措置としての意義を有する。しかし、この場

合、地域通信市場に存在するベル系地域電話会社

以外の他事業者がベル系地域電話会社にとって、

真の競争的事業者になり得るのか、ベル系地域電

話会社との接続の同等性が確保されているのか、

否かについて判断を下す必要がある。次項では、

FCCに長距離通信サービス提供の申請を行った

SBCコミュニケーションズ社、アメリテック社及

びベルサウス社の申請と、これに対するFCCの反

応についての概要である。

３．２ FCCの判断

SBCコミュニケーションズ社は、１９９７年４月１１

日に、通信法第２７１条（C）æ‚（A）に基づき、オク

ラホマ州における長距離通信サービスの提供の申

請をFCCに提出した。この第２７１条（C）æ‚（A）の

規定とは、ベル系地域電話会社に対し長距離通信

サービスの提供を認めるに当たって、施設ベース

の競争事業者が存在していることを要件の一つと

する規定であり、SBCコミュニケーションズ社は、

競争事業者としてオクラホマ州で営業している

Brooks Fiber社の存在を挙げた。しかし、Brooks

Fiber社の実際の顧客とは、１９９７年３月時点で２０

社の事務用加入者、４世帯の住宅用加入者にすぎ

ず、しかも、その住宅用加入者4世帯はBrooks

Fiber社の従業員であり、その利用者に対しては

料金請求が行われていないという現状であった。

FCCは、料金が請求されていない住宅用加入者は、

施設ベースの競争事業者がサービスを提供してい

る利用者ではないと判断し、Brooks Fiber社が通

信法第２７１条（C）æ‚（A）で規定する代替的競争事

業者にはあたらないとして、SBCコミュニケーシ

ョンズ社の申請を１９９７年６月２５日に却下した。こ

のFCCの申請却下には、Brooks Fiber社がSBCコ

ミュニケーションズ社に対して実質的な競争事業

者ではない、換言すれば、SBCコミュニケーショ

ンズ社が垂直統合した際に、中間財市場において

Brooks Fiber社の存在だけでは、反競争的行為の

発生を回避することの確証が得られないとの判断

がある。

アメリテック社は、SBCコミュニケーションズ
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社に次いで、１９９７年５月２１日にミシガン州での長

距離通信サービスの提供に関する申請をFCCに提

出した。FCCは通信法の規定により、申請から９０

日以内に決定を下す義務を負うが、この２１日付け

の申請に対して、FCCは州公益事業委員会及び一

般の関係者には６月１０日まで、司法省に対しては

６月２５日までにFCCに意見を提出することを要請

した。アメリテック社の申請も、SBCコミュニケ

ーションズ社と同じくBrooks Fiber社という施設

ベースの競争事業者の存在を申請の根拠としてい

る。Brooks Fiber社は、ミシガン州では２２，０００の

事務用及び住宅用利用者を抱えており、オクラホ

マ州におけるSBCコミュニケーションズ社の事例

よりも競争関係にあると言えよう。しかし、FCC

はアメリテック社が、１４項目のチェック・リスト

の要件の一部を満たしていないことを理由に、申

請を却下する判断を８月１９日に行っている。要件

を満足していない箇所とは、オペレーションズ・

サポート・システムの無差別な取り扱い、競争事

業者に対する無差別な接続の提供、緊急サービス

への無差別なアクセス確保の３点である。司法省

は、この申請に対して、ベル系地域電話会社の長

距離通信市場への参入が、長距離通信市場の競争

促進に有効であるとの見解を提示する一方、チェ

ック・リストの遵守に問題があるとして、アメリ

テックの長距離通信サービスの提供を支持しない

旨の見解をFCCに提出している。

また、ベルサウスは、１９９７年９月３０日にサウス

カロライナ州、１９９７年１１月６日にルイジアナ州に

おける長距離通信サービスの提供に関する申請を

FCCに提出した。サウスカロライナ州における申

請では、サウスカロライナ州公益事業委員会が、

長距離通信サービスの提供の要件であるチェック

リストを満たしており、提供を認めることが公共

の利益に資するとの判断を下している。一方、司

法省及びFCCは、ベルサウスがチェックリストの

うち、オペレーションズ・サポート・システム、

アンバンドルしたネットワークへの無差別なアク

セス、料金割引によるリセール・サービスの提供

に関して要件を満たしていないとして、ベルサウ

スの申請を却下した。

さらに、ベルサウスのルイジアナ州の案件では、

ルイジアナ州公益事業委員会が、既に１９７９年９月

の時点でチェック・リストを満たしており、ベル

サウスが長距離通信市場への参入によって長距離

通信サービスの価格低廉化が図られるとの理由か

ら、提供を認める判断を下している。これに対し

て、司法省は、ベルサウスはチェック・リストの

要件を完全には満たしていないとして、申請却下

をFCCに勧告した。FCCは、最終的に１９９８年２

月にベルサウスがオペレーションズ・サポート・

システム及び再販売の２点に関して、通信法第２５

１条によるチェック・リストの要件を満たしてい

ないことを理由に、長距離通信サービスの提供申

請を却下している。ベルサウスの案件の場合は、

連邦機関であるFCC及び司法省が、州公益事業委

員会とは逆の判断を下しているが、今回の案件は、

ルイジアナ州及びサウスカロライナ州から発信さ

れる長距離通信サービスであることから、今回の

申請に対する判断は他の州にも影響を与える。州

の独自の判断に加え、司法省の意見も踏まえ、FCC

が判断を下すことは、米国全土において政策判断

を標準化する役割を果たすことになる。

なお、ルイジアナ州の案件で特徴的なことは、

ベルサウスが既存の地域電話会社に対する競争事

業者として、３社のPCS事業者を挙げたことであ

る。FCCはPCS事業者が通信法第２７１条の有線系

サービスと競争関係にある事業者に該当すること

は認める一方、現時点では、有線系サービスの補

完的地位から競争関係への移行過程にあるとの考

え方を併せて提示している。

１９９６年電気通信法は施行当初は電気通信の産業
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構造を大幅に変えるものとして大きな関心を集め

たが、既に法律が施行されて３年近くになるもの

の、ベル系地域電話会社の長距離通信市場への参

入は認められていない。しかし、これまでのベル

系地域電話会社の長距離通信サービス提供に関す

る申請が、いずれも却下されているとはいえ、

FCCや司法省がベル系地域電話会社の長距離通信

サービスに消極的な姿勢であると判断することは

適切ではないであろう。長距離通信市場の競争状

況が必ずしも満足するものではないこと、AT&

T等の大手長距離通信事業者と競争関係になるで

あろう有力な事業者の候補としてベル系地域電話

会社が想定されていることは、FCCの決定文書や

FCC委員のスピーチからも伺い知ることができる。

一方、ベルサウスの長距離通信サービスの提供を

認める判断を下した２つの州公益事業委員会は、

ベルサウスの参入が長距離通信市場の競争に有益

との判断を下している。さらに、Hinton，Zona,

Schmalensee and Taylor（１９９８）は、垂直統合事

業者が長距離通信市場に参入することによって経

済厚生が高まることをシュミレーション・モデル

で提示しているが、これは、換言すれば、現在の

既存の長距離通信事業者の効率性に関して、一層

の改善の余地があることを示唆していると考える

ことができる。

ベル系地域電話会社の業務制約緩和で議論の対

象となるのは、一般に製造業務ではなく、長距離

通信サービスの問題である。製造業が競争的産業

の一つであるのに対し、長距離通信市場について

は、分割以前ではAT&Tのほぼ独占的状態であ

り、徐々に競争メカニズムが機能しているものの、

公益事業規制を受けた市場であることが相違点で

ある。しかし、長距離通信市場は、競争事業者が

存在しているとはいえ、現在でもAT&T等の大

手事業者数社の寡占市場である。１９９６年電気通信

法制定の背景には、この長距離通信市場の競争を

進展させるため、AT&Tに対抗できる潜在的事

業者の存在が必要であるとの認識があったものと

思われる。その際の有力な潜在的競争事業者とし

て、ベル系地域電話会社が想定されたと見ること

ができよう。このことは、見方を変えれば、AT

&T分割後１０年以上を経過して、より競争的市場

に変化させるためには、長距離通信市場における

既存プレイヤーによる競争メカニズムの機能を期

待するだけではなく、新たなプレイヤーを外から

求めざる得なかったということが実情であったと

も解釈できる。

一方、ベル系地域電話会社には、地域通信市場

を自らの意思でオープンなものにする動機はない。

ベル系地域電話会社が長距離通信サービスを提供

することに際して、地域通信市場の競争条件整備

を条件付けることは、ベル系地域電話会社に対し

て、ネットワークのオープン性を高めるインセン

ティブとなり得る。この点、ベル系地域電話会社

に地域通信市場の競争条件を確保することを条件

に、長距離通信サービスの提供を認めることは、

地域通信市場のオープン化と長距離通信市場の競

争促進の双方に寄与するものと考えられる。しか

し、このような便益が期待されるものの、現実に

はベル系地域電話会社の長距離通信サービスの提

供は認められていない背景には、ベル系地域電話

会社に対抗できる競争事業者が育っていないこと、

ベル系地域電話会社の保有する加入者回線がボト

ルネック的な設備であること、競争ルールが整備

されていない状況で、垂直統合形態を認めること

は競争事業者への費用引き上げを含む反競争的行

為の誘発に結びつく可能性があることが挙げられ、

垂直統合形態で競争条件を整備することの困難性

を示す結果となっている。

４ 水平合併と合併の判断

垂直統合の場合は、統合化によって効率性が改

22



P

P2

P1

0

D

Q2 Q1

AC1
A1

A2
AC2

善される可能性や利用者の利便性が向上する可能

性があり、統合化がプラスの効果を与えるか、マ

イナスの影響を与えるかは、個々の事例によって

異なる。一方、水平合併については、競争市場に

おける事業者数の減少から、事業者の市場支配力

が高まる傾向があり１８、一般的に水平合併には厳

しい判断が下されることになる。水平合併を認め

るか、否かの判断は、現在では１９９２年に司法省と

連邦取引委員会（Federal Trade Commission：

以下、「FTC」という。）が共同で発表した合併ガ

イドライン（１９９７年に一部改正）を基準に判断さ

れ、FCCもベル系地域電話会社同士の合併に対し

て、合併ガイドラインに沿った判断を下している。

このため、最初に一般的な産業を対象に水平合併

の経済的メリットと問題点及びガイドラインの概

要を整理した上で、FCCがこのガイドラインに即

して、どのようにしてベル系地域電話会社同士の

合併問題を判断したかについて検討する。

４．１ 水平合併と経済厚生

水平合併とは、同一市場で競争関係にある企業

の合併と定義されることから、合併は、競争企業

数の減少と市場占有率の上昇をもたらす。その市

場が独占的な市場であれば、企業は生産量の減少、

価格引き上げによって、より多くの利潤を得る行

動を選択する１９。

一方、水平合併の目的が規模の拡大による経済

性の追求であるならば、合併後の事業者の平均費

用は低下すると考えられることから、たとえ合併

後の企業が価格を引き上げるにせよ、平均費用の

低下と独占力の高まりの大小関係で、水平合併に

よる経済厚生への影響が一義的には決まらないこ

とになる。このことは、図４で示される。図４で

は、合併前の平均費用をAC１、合併後の平均費用

が合併による規模の拡大に伴い低下するとし、こ

れをAC２で表す。このとき、水平合併した事業者

は、その独占力から生産量を制限し、価格をP２に

引き上げることが可能である。

この場合、合併によってA２の面積で示される

費用の節減が生じる一方、A１の死荷重が発生し

ていることから、合併による純便益はA２―A１で

表される。A２―A１＞０の場合には、水平合併が

経済厚生の点から望ましいことになる一方、A２

―A１＜０の場合には、水平合併は経済厚生の点

から望ましくないと判断される。

ここで、問題となるのは、A１とA２の大小関係

である。図４では、単純化のため、平均費用を水

平、需要曲線を直線で表していることから、A１，

A２は、それぞれæ‚式、æ„式で示される。

A１＝（１／２）（P２―P１）（Q１―Q２）

＝（１／２）△P△Q æ‚

１８ 新規参入事業者の参入が容易である場合、他の財、サービスへの代替が可能である場合には、事業者数が一時的に減少しても、
新規参入で事業者数の増加が期待されることから、合併後の事業者はその独占力を行使して、価格引上げの行動をとることがで
きない。この参入の難易度の問題は、１９９２年の水平合併ガイドラインの参入分析の項で取り上げられている。

１９ クールノー・モデルでは、企業数N，クールノー・モデルにおける産業の総生産量QM，価格が限界費用に等しく設定された場
合の競争市場における総生産量QCで表すと、
QM＝N／（N＋１）QC

の関係が成り立つ。このことは、企業数が減少するほど、産業の生産量が競争下の生産量よりも減少することを意味している。

図４ 水平合併前後の費用と価格の変化
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A２＝（AC１―AC２）Q２＝（△AC）Q２ æ„

A２―A１＞０の場合は、

（△AC）Q２―（１／２）△P△Q>0 æ”

一方、需要の価格弾力性εは、æ»式である。

ε＝（△Q／△P）（P／Q） æ»

æ”式をP１Q１で除し、かつ、P１＝ACと、æ»式よ

り、æ…式が得られる。

（△AC／AC１）―（１／２）ε（Q１／Q２）（△P／P１）２

＞０ æ…

æ…式により水平合併による平均費用の変化割合

（△AC／AC）、独占力の向上による価格の変化割

合（△P／P）、需要の価格弾力性εが与えられれば、

その水平合併が経済厚生上望ましいか否かが判断

される。具体例として、ε＝―１、合併によって

平均費用が変化率（△AC／AC）で０．００５５引き下

げられた場合、合併が経済厚生を変化させない価

格変化率△P／P１は０．１であることが、æ…式から得

られる。この数値例では、僅かな平均費用の低下

があれば、厚生を変化させないまま、企業は大幅

な価格の引き上げが可能であることが示唆される。

もちろん、規模の経済性は合併のみによって得

られるものではない。合併を行わずとも、平均費

用が右下がり領域では需要の増大によって、当該

企業は規模の経済性を享受することができる。さ

らに、図４では企業が合併後に初めて独占力を行

使して平均費用を上回る価格設定が可能となるこ

とを想定しているが、合併前にも企業が平均費用

を上回る価格を設定している場合には、A２とA１

の大小関係は変化する２０。

また、æ…式の関係のほか、Farrell and Shapiro

（１９９０）は、クールノー・モデルで合併による経

済効率と価格引き上げの影響を分析しているが、

ここでは限定的な場合を除き、水平合併は消費者

に弊害をもたらすことが示されている。

なお、一般的に企業が合併する理由として、規

模の拡大、設備の共有化による効率性の追求が挙

げられることが多い。第５節で取り上げるベル・

アトランティックとナイネックスの合併の場合に

も、合併理由としてこれまでそれぞれ単独で行っ

ていた業務を共有化することによる効率性の追求

が挙げられているが、実際に合併後の企業の平均

費用がどの程度低下したのかは、企業の内部情報

であることから、第３者が検証することは難しい。

さらに、水平合併が平均費用だけではなく、市

場占有率、利潤及び株主に対して、どのような影

響を与えたのかについては、１９８０年代に実証研究

が行われている。これらをサーベイしたものとし

て、Mueller（１９８７）、Martin（１９９３）及び長岡（１

９９８）がある。Muellerによると、合併で市場占有

率はむしろ低下するケースがあること、利潤率に

ついても合併以外の企業と有意な差はないことが

示されており、申請当事者の主張の検証の必要性

を示唆する結果となっている２１。

４．２ 水平合併に対する判断

米国では、企業合併に関しては、クレイトン法

第７条及びシャーマン法第１条が関係規定となる

２０ Williamson（１９６８）は、本稿では省略しているが、事業の拡大による規模の経済性の影響、タイミングの効果等を含め、議論を
展開している。

２１ このほかに、Barton and Sherman（１９８４）は、計量分析ではなく、ケーススタディによって、マイクロフィルム産業における
水平合併が価格引き上げをもたらしたとの結論を提示している。
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が、司法省はその運用方針をガイドラインとして

提示し、これまで数回にわたって改定を行ってき

た。その最初が１９６８年ガイドラインであり、これ

は垂直統合、水平合併のほか、コングロマリット

についても対象としている。これを改定したもの

が１９８２年ガイドライン（１９８４年に一部改正）、さら

には、１９９２年水平合併ガイドライン（１９９７年に一

部改正）であり、現在では、水平合併に関しては、

１９９２年水平合併ガイドラインが適用されることに

なる。なお、１９９２年ガイドラインは、その名称が

示すとおり、水平合併の判断指針を示しており、

垂直統合に関しては取り扱っていない。このため、

垂直統合の問題については、１９８４年ガイドライン

が現在でも適用されている。

水平合併の判断を行うに当たっては、４．１項で

明らかなとおり、当該合併が独占力を高めること

になるのか、否かが問題の焦点となる。１９９２年ガ

イドラインにおける判断の基本的考え方は、１９８４

年ガイドラインの基本方針と大差はなく、まず、

対象となる市場を画定し22、その市場で合併によ

って影響を受ける事業者を特定化する。その上で、

合併前後の市場占有率を計測し、その占有率によ

って、合併申請がどの程度慎重に判断されなけれ

ばならないかが決定される。その際、ガイドライ

ンでは、占有率だけで一律に判断するのではなく、

参入の容易性、効率性等についても検討項目とし

て含められている。以下では、FCCも判断の指針

とした１９９２年ガイドラインの骨子を簡単に紹介す

る。

４．２．１ 市場の画定

水平合併は、その定義より、同じ財・サービス

市場における企業間の合併であることから、合併

する企業が同一市場に属しているか否かを判断す

る必要がある。その際、どの範囲を市場とするか

が市場画定の問題である。市場の範囲については、

製品市場（product market）と 地 理的市場

（geographic market）の２つの側面がある。ま

ず、製品市場とは、消費者から見た製品の代替性

で設定される。ガイドラインでは、一定の狭い範

囲の製品市場において、企業が１年間以上にわた

り、小規模であるが実質的な程度で、かつ、一時

的 で は な い（small but significant and

nontransitory）程度に価格を上昇させた際、消

費者が他の製品に移行し、価格上昇による利潤が

消失する場合、価格が上昇した製品と消費者が代

替した他の製品は、同じ製品市場に属すると判断

される。さらに、これを繰り返し、拡大された製

品市場で価格が上昇した場合、消費者が移行しな

くなった時点で、最終的に単一の市場が画定され

る。このことは、需要の交差弾力性がプラスであ

る製品については、合併の審査に当たって、一つ

の市場とみなされることを意味している。なお、

ガイドラインでは、小さいが実質的な程度の価格

の上昇として、５％の価格変化と記されている２３。

地理的市場とは、ある地理的範囲で販売される

製品について、小規模であるが、実質的な程度で、

かつ、一時的ではない程度の料金値上げがあった

際、消費者が他の隣接地域の市場で製品を購入す

る場合、当該地域と隣接地域は一つの地理的市場

と判断される。製品市場と同様に、拡大された地

理的市場で消費者が他の市場の製品に移行しなく

なった時点で、最終的に単一の地理的市場が画定

される。しかし、地理的市場の範囲は、具体的に

２２ 市場の画定は集中度と密接に関連するが、市場の範囲をどのように決定するかについては、１９８２年のガイドラインで明記された。
White（１９８７）は、この点に関して１９８２年のガイドラインを評価している。また、市場の画定が大きな議論を呼んだ判決として
は、Du PontのU.S v.Du Pont de Nemours and Co．３５１．U.S３７７（１９５６）がある。

２３ この５％は、あくまでも裁量的な数値である。White（１９８７）は、司法省のエコノミストの間では２年間にわたって１０％の価格
上昇を採用する意見があったこと、White自身もこの考え方を支持していると述べている。
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は、自動車産業や電子機械産業の海外での部品調

達、現地生産が一般化した現状では、外国企業も

対象に含まれる場合もあり、この場合は海外市場

を含め単一の地理的市場が形成されることにな

る２４。

４．２．２ 企業の識別

水平合併が独占力の行使につながるか否かを判

断するため、市場が画定された段階で、合併が影

響を与えるであろう企業を識別（identification of

firms）する必要がある。ガイドラインでは、当

該合併に関して同一市場で既に存在する企業はも

ちろん、現在はその市場で生産活動を行ってはい

ないが、製品の値上げに対応して、その製品の生

産に従事するようになる企業も、市場の参入者

（uncommitted entrant）とみなしている。製品

価格の上昇による供給の反応とは、小規模である

が、実質的な程度で、かつ、一時的ではない程度

の価格の値上げが起こった際に、１年以内に生じ

るものであって、また、参入や退出に当たり重大

なサンクコストが生じない状況ということが想定

されている。このような状況下で反応する企業は、

合併によって影響を受ける企業として合併審査の

検討対象に含められる。一方、供給側の反応とし

て１年以上の時間を要し、参入退出に当たり重大

なサンクコストが発生する場合には、ガイドライ

ンの別項の参入分析（entry analysis）の問題と

して取り扱われる。

４．２．３ 集中度

図４で示されるとおり、水平合併が経済的に弊

害をもたらすのは、合併後の企業が独占力を行使

して、費用と大幅に乖離した価格を設定するとき

である。この場合、合併後の企業が独占力を行使

する可能性について判断する検討項目として挙げ

られるのが、集中度と参入の容易性である。すな

わち、集中度の高い市場、また、他企業の参入が

容易ではない市場では、水平合併によって価格が

引き上げられる可能性が高いことが想定されている。

１９６８年ガイドラインで採用された集中度の指標

は、æ‰式の上位４社の集中比率であるが、１９８２年

のガイドライン以降で利用されているのは、æ 式

で定義されるハーフィンダール指数（Herfindahl-

Hirschman Index、以下「HHI」という。）である。

HHIは、単なる市場の集中度だけではなく、企業

規模の分布の程度の情報も含み、かつ、一定の仮

定の下では利潤率の水準を反映する指標である２５。

CR��
i�1

4 �i æ‰

ここでのα i とは、i企業の市場占有率

HHI��
i�1

4 �
i
2 æ

２４ Kwoka（１９９４．pp．４６―７５）は、自動車産業のGM、トヨタの共同事業に関して、地理的市場を自国の生産設備に対してだけでは
なく、輸入割当を含めて一つの市場として捉え、市場占有率が算定されていることを記している。

２５ HHIは、以下の前提の下では、利潤率の水準を反映する指標となる。
クールノー・モデルでは、企業は自己の生産量を同時決定し、利潤を極大化のため、限界収入と限界費用が等しくなるよう生産
量を決定する。i企業の生産量Qi，限界費用MCi，市場全体の生産量Q，Si＝Qi／Qで示されたi企業の市場占有率Si，需要の価格弾
力性ε，価格Pとすると、i企業の限界収入MRiは、
MRi＝P＋（dP／dQ）Qi æ‚

MRi＝MCiより、P＋（dP／dQ）Qi＝MCi æ„

i企業の市場占有率Si，需要の価格弾力性εより、æ„式は、æ”式として書き直すことができる。
（P―MCi）／P＝Si／ε æ”

æ”式の左辺は、価格・費用マージン、すなわち、ラーナーの独占度であり、市場占有率が高いほど、費用と乖離した価格を設定
できることが示される。
また、産業全体の利潤率を、市場占有率でウエイト付けされた企業の利潤率で表すと、産業全体の利潤率は(4)式として表すこ

とができる。æ»式はHHIが高くなるほど、産業の利潤率も高くなることを示している。
Σ｛（P―MCi）／P｝Si＝ΣSi２／ε＝HHI／ε æ»
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なお、ガイドラインでは、本来問題となる市場

で識別された企業すべてについて、その市場占有

率の２乗で計算すべきであるが、小規模な企業の

情報が不足しても、HHIに大きな影響を与えない

と判断し、上位４社の市場占有率を使って計測す

ることが記されている。

水平合併の審査に当たり集中度が計算されるの

は、脚注２５のように、集中度と独占力の行使の結

果としての価格と費用の乖離の程度に一定の関係

があることを前提とする。この関係の実証研究と

しては、１９５０年代のBainを始め、１９８０年代までに

多数の研究事例を見ることができる。比較的最近

の 研 究 と し て は、Domowitz，Hubbard and

Peterson（１９８６）及びBerger（１９９５）を挙げる

ことができる２６。Domowitz et al．は、１９５８年から

１９８１年の２８４の製造業を対象に、上位４社集中度

と価格・費用マージン２７の関係を回帰分析してい

る。その結果、１９５８年から１９６５年の間では、上位

４社の集中比率が２０％以下の産業では、価格・費

用マージンは０．２１３であるのに対し、８１％から１００

％の集中比率では、マージンは０．３４８と、集中度

が高くなるにつれ、価格が費用を上回る度合いが

大きくなることが示されている。しかし、１９７４年

から１９８１年の間では、２０％以下の集中比率のマー

ジンが０．２５６であるのに対し、８１％以上の集中比

率の産業では０．３３２であり、集中比率とマージン

が正の関係にあることは変わらないものの、その

差が縮小していることが示されている。この

Domowitz et al．は、市場構造が市場行動、市場

成果を規定するというSPC（Structure-Conduct-

Performance）パラダイムを支持するものである

が、集中度とマージンとの関係には、別の解釈も

成り立つ。これは、Demsetz（１９７３），Peltzman

（１９７７）に代表される主張であり、良好なマーネ

ージメントと生産技術を有する企業は、効率性の

高さから平均費用が低く、この結果、利潤が増大

するとともに、市場占有率も高まるというもので

ある。ここでは、高い集中度が企業の効率性の結

果であると見なされる。

SPCパラダイムとDemsetz等のいわゆるシカゴ

学派の見解の現実への適用を検証した研究として、

Berger（１９９５）がある。Bergerの目的は、１９８０

年代の米国の銀行業のデータを使って、この２つ

の仮説検定を行い、仮説の妥当性を検証すること

にある。Bergerの実証研究では、利潤率につい

て、HHIを説明変数にして回帰した場合、その係

数は正であっても有意ではなく、６０サンプルのう

ち、４２ケースでは負の係数値が推定されている。

さらに、この負のケースのうち、２０ケースについ

ては、その負の推定値が有意であることが確認さ

れている。このため、集中度が高いほど利潤率が

高くなるというSPCの仮説は、銀行業においては

必ずしも当てはまらないと解釈される。一方、効

率性と利潤率の間では正の有意な関係が得られて

いるが２８、HHIを説明変数として効率性を回帰し

た場合、効率性の係数値は正であるが、非常に小

さく、また、有意ではない。これら実証分析から、

Bergerは、２つの仮説とも銀行業の利潤率を説

明するには、あまり重要ではないこと、いずれの

仮説が現実の産業組織を表しているかは、将来の

研究に持ち越されると結論付けている。

なお、電気通信事業の場合には、一般に料金規

制が緩和される傾向にあるが、伝統的な地域電話

会社の地域通信サービスに対しては、州の公益事

２６ ２つの命題に関する実証分析のサーベイとしては、Martin（１９９３）の第１６章から第１８章及びSchmalensee（１９８９）が包括的であ
る。

２７ ここでの価格・費用マージンとは、（販売総額－人件費―原材料費）／販売総額で定義される。
２８ Bergerのほか、Martin（１９８８）も、価格・費用マージンを、集中度と一人当たり従業員の付加価値で示した生産性を説明変数
に回帰し、価格・費用マージンが生産性と正で有意な関係があることを示している。
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業委員会の規制として公正報酬率規制が適用され

ているところが多い。このため、料金規制が適切

に機能している限り、利潤率は規制によって決定

され、集中度とは因果関係を持たないことになる。

しかし、利潤分配方式のように事業者が予め定め

られた費用水準以下の経営を実現した際に、より

多くの利潤を獲得することを規制当局と事業者が

契約として定めた場合には、利潤率と効率化は正

の相関を持つものと予想される。但し、この場合

であっても、Berger等が検証したうちの効率性

と利潤率の関係を示しているのであって、集中度

と利潤率の関係についてまで言及されるものでは

ない。

以上のように、集中度と価格・費用マージンの

関係は議論の余地があるところであるが、ガイド

ラインでは合併認可の判断基準として、合併後の

HHIと、合併によるHHIの増加分の数値が挙げら

れている。すなわち、合併後にHHIが１，８００２９を超

える場合は、高度に集中化された市場とされるが、

合併によるHHIの上昇分が５０を超えない場合には、

他の項目にも依存するが、合併が反競争的行為を

誘因しないとして、通常はこれ以上の検討は行わ

れないとされる。HHIが１，０００と１，８００３０の間の場

合は、やや集中化されている市場とされ、合併で

HHIの増分が１００を超えない場合は、通常、これ

以上の検討は合併審査に当たって行われない３１。

HHIが１，０００を下回る市場の場合は、たとえ水平

合併が行われたにせよ、反競争的行為が行われる

可能性は低いとして、通常、申請に対してこれ以

上の検討は行われない。これらをまとめたものが

図５である。しかし、集中度は歴史的な指標であ

って、将来の競争状況を見通すものではなく、ガ

イドラインでは、合併審査に当たり、集中度のほ

か、参入の容易性、効率性、合併がなかった場合

図５HHIと合併審査

通常、一層の

検討は行われ

ない

一層の検討 一層の検討

通常、一層の

検討は行われ

ない

一層の検討

通常、一層の

検討は行われ

ない

２９ ４社で測ったHHIでは、この４社の規模がすべて同一であったと仮定すると、HHIが１，８００であることは、４α２＝１，８００ α＞０
より、α＝１５．８％。したがって、４社集中度４α＝８４．８％に相当する。同様に、HHIが１，０００であることは、４社集中度では、６３．
２％に相当する。また、１９８４年のガイドラインでは、現実の市場調査の結果、HHI１，８００は４社集中度の７０％、HHI１，０００は５０％
に相当すると記している。

３０ ガイドラインの作成に当たって、HHIの数値に関しては議論を呼んでいる。具体的には、White（１９８７）は、４社集中度が５０又
は６０を超えた状況で市場行動に顕著な変化が見られるとして、HHIの基準を１，８００ではなく、１，６００とすることを主張している。

３１ 合併によるHHIの変化は、単純化のために企業２社の場合で、それぞれの市場占有率をa,bで示すと、
合併前のHHI＝a２＋b２

合併後のHHI＝（a＋b）２

合併前後の変化＝（a＋b）２―（a２＋b２）＝２ab
である。ガイドラインでは、合併によって生産量の変化が生じないことを前提に、合併前後のHHIの変化分を、合併前のそれぞ
れの市場占有率に２を乗じることで求めている。この方法について、Farrell and Shapiro（１９９０）は、合併によって生産量が変
化しない前提の現実性の問題を指摘している。合併による企業の経営戦略の変化が、合併前後で変化しないとする仮定は、必ず
しも緩やかなものではないが、これは新たに調査する際のコストの大きさと当該合併審査の重要性の比較衡量の問題と思われる。

合併後のHHI

指数の増加分

１００

５０

０ １，０００ １，８００ 合併後のHHI
集中化しない やや集中化 高度に集中化
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の当該企業の倒産の可能性の有無を斟酌するとし

ている。

４．２．４ その他の要素

１９９２年ガイドラインの骨子は、水平合併によっ

て独占力が増し、価格が引き上げられる状況を回

避することにある。参入が容易な市場では、たと

え合併が実施されたにせよ、合併企業は価格を引

き上げる行動をとることができない。このため、

参入が迅速に行われ、参入がその企業に利益をも

たらすと見込まれるか、新規参入が合併による市

場支配力の増大で引き上げられた価格を、合併以

前の水準に戻すことが可能な程度まで市場に影響

を与えるならば、当該合併は反トラスト法上の問

題を惹起せず、これ以上の審査を行わないことが

ガイドラインでは明記されている。

また、合併審査に考慮すべき項目として、合併

により達成される効率性の問題がある。効率性を

合併の判断項目に加えることによって、独占力や

反競争的行為の可能性の観点では、提訴される可

能性のある案件であっても、効率性の向上による

競争力の強化、規模の経済性による価格低下が実

現される場合には、その申請は許容される可能性

があることを示している。この効率性を考慮する

ための要件は、ガイドライン改定のたびに緩和さ

れる傾向にあるが３２、現実には効率性の向上が合

併という手段によってのみもたらされるものであ

るのか、否かを判断する必要があり、どの程度、

これが審査に当たって加味される項目であるかは、

ガイドラインでは明らかにされておらず、個々の

判断に委ねられている３３。

さらに、考慮する項目として、ガイドラインで

は合併がなかったならば、その企業が倒産する可

能性を含めている。しかし、次節で述べる電気通

信事業における合併の案件に関しては、この項目

は該当しない。

５ FCCの判断

FCCは、１９９７年８月１４日に、ベル・アトランテ

ィックとナイネックスの合併を認める判断を下し

た３４。これは通信法第２１４条の線路の取得、運用に

関する認証と第３１０条の無線局免許の移転に関す

る認証の規定に従ったものである。この合併は、

１９９７年１月のSBCコミュニーケーションズとパシ

フィック・テレシスの合併に次ぐものとなってい

るが、通信法第２１４条及び第３１０条の該当箇所自体

は、１９９６年に改正されておらず、１９９６年電気通信

法で新たに認められた長距離通信サービスの提供

案件とは性格が異なる。しかし、ベル系地域電話

会社同士の合併の動きは、電気通信法制定直後か

ら起こっており、この合併は、１９９６年電気通信法

を契機に生じた情報通信産業の再編成の動きの一

つとみることができる。

今回の検討の対象事業者であるベル・アトラン

ティックは、ニュー・ジャージ州、ペンシルベニ

ア州、デラウエア州、メイランド州、ウエスト・

バージニア州及びワシントンDCを営業区域とす

る。一方、ナイネックスは、ニューヨーク州、ニ

ュー・ハンプシャー州、ヴァーモント州、マリン

州、マサチューセッチュ州、ロード・アイランド

３２ １９８２年ガイドラインでは、効率性を特別な場合のみ考慮するとし、１９８４年の改定では、明確かつ説得力のある証拠によって裏付
けられている場合のみ考慮すると改定された。さらに、１９９２年ではその表現が削除されている。

３３ 効率性を合併認可の判断に、どの程度考慮することが適切かについては見解が分かれており、具体的に、Schmalensee（１９８７，p
４４）は、効率性を限定して考慮する立場をとり、１９８４年ガイドラインより、効率性を限定的に解釈する１９８２年ガイドラインを支
持している。

３４ ベル・アトランティックとナイネックスは、当初は双方が合体して新たな事業者を生成することで合意に達したが、この方式の
場合、州の承認手続きが煩雑となる。この理由から、ベル・アトランティックがナイネックスの譲渡を受ける形態に変更となっ
た。本論の議論ではいずれのケースでも経済的意味に変わりはないことから、合併という言葉で統一している。
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州及びコネティカット州の一部を営業区域とする。

ベル系地域電話会社は、元来、１９８２年の修正同意

判決により地域別に再編成されたものであること

から、業務区域の重複はない。しかし、ベル・ア

トランティックとナイネックスの合併の事例が、

SBCコミュニーケーションズとパシフィック・テ

レシスの事例と異なる点は、SBCコミュニーケー

ションズとパシフィック・テレシスの業務区域が

離れているのに対し、ベル・アトランティックと

ナイネックスは互いに隣接し、さらに、ニュージ

ャージ北東部とニューヨーク市間でLATA間サー

ビスを提供していることである。ベル系地域電話

会社は、原則として１９８２年の修正同意判決によっ

てLATA間通信の提供を禁止された。しかし、ニ

ュージャージ北東部とニューヨーク市間の細長い

地域（corridors）に関しては、AT&Tの分割に

伴う再編成計画における例外的措置として、ベル

・アトランティックとナイネックスのこの地点間

の長距離通信サービスの提供が認められている３５。

その際の具体的提供形態としては、ベル・アトラ

ンティックが自己の営業区域であるニュー・ジャ

ージ州に設備を設置し、一方、ナイネックスが営

業区域のニューヨーク州側に設備を設置し、

LATA間通信サービスを提供する形態をとる。こ

の結果、それぞれの地域に居住する利用者は、こ

の間のLATA間通信に関しては、AT&T、MCI

及びスプリント等の他の長距離通信事業者のほか、

ベル・アトランティック、ナイネックスも選択可

能であることから、この部分において、両社の合

併は競争事業者の減少をもたらす。

さらに、ベル・アトランティックは、通信法第

２７１条（b）æ„に基づき、自らの業務区域以外から

発信される長距離通信サービスの提供、すなわち、

ナイネックスの業務区域から発信される長距離通

信サービスの提供を計画していたが、合併計画で

自己の業務区域以外から発信される長距離通信サ

ービス提供計画が中止された経緯がある。このた

め、ベル・アトランティックとナイネックスの合

併計画は、LATA１３２の長距離通信サービスの既

存事業者数を１社減少させるだけではなく、合併

が実施されなければ発生したであろう競争機会を

失ったことになる。したがって、問題の争点は、

両事業者が合併した際に、部分的ではあるが長距

離通信サービスを提供している区間の競争に対し

て悪影響を与えることになるか、否かということ

になる。FCCは、この合併申請に対して、前項で

述べた１９９２年水平的合併のガイドラインに即した

検討を行っている。このため、以下では、ガイド

ラインに対応させて、ベル・アトランティックと

ナイネックス間の合併に関する審査過程をたどる。

５．１ 市場の画定

FCCは、 A地域通信サービスと交換アクセス・

サービス、 B長距離通信サービス、 C長距離通信

サービスとバンドルされた地域通信サービス又は

交換アクセス・サービスの３つを併せて一つの関

連市場ととらえている。しかし、交換アクセスを

含む地域通信サービスと長距離通信サービスの関

係は、アクセス・サービスが長距離通信サービス

提供のための中間財にあたる。製品市場の画定で

は、需要の交差弾力性を一つの指標としているこ

とから、代替関係のないサービスは、異なる市場

に属することになる。それにもかかわらず、FCC

が地域通信サービスと長距離通信サービスを一つ

の関連市場として捉える理由は、競争の進展に伴

い、地域通信サービスと長距離通信サービスを併

せたサービスのパッケージ化が進展していること、

ベル・アトランティックとナイネックスの双方に、

３５ 本件に関しては、United States v.Western Electric Co.,５６９ F. Supp．１０５７．１９８３。
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通信法第２７１条に基づき、将来的には地域通信サ

ービスと長距離通信サービスを一体的に提供し、

これによって、利用者に対してワン・ストップ・

ショッピングを提供する意向があることによる。

この点、FCCは合併後の将来の市場動向を想定し

た上で、合併による影響を審査するという立場を

とっているとみることができる。

また、地理的市場については、電気通信サービ

スが、利用者の所在地、居住地等の活動地点から

需要され、他事業者を選択する目的のためにのみ、

利用者が転居によって活動地点を変更することは

通常では想定し難い。地理的市場は、電気通信サ

ービスを同じ条件で利用することができる利用者

の集合として捉えられることから、ベル・アトラ

ンティックとナイネックスの場合には、LATA１３

２が、長距離通信サービスが提供される一つの地

理的市場を形成すると判断されることになる。こ

れ以外の地域については、両社の業務区域が互い

に独立であることから、それぞれの業務区域が別

の独立した地理的市場と見なされる。この場合、

LATA１３２以外の地域は水平合併に該当しないこ

とから、水平合併の審査に関しては、LATA１３２

の競争状況が合併によってどのように変化するか

が議論の中心となる。

５．２ 事業者の識別

LATA１３２を一つの独立した市場と見なした上

で、FCCは今回の合併申請で検討する必要性があ

る事業者を特定化した。FCCはLATA１３２の既存

事業者及び合併によって大きな影響を受ける事業

者として、ナイネックス、ベル・アトランティッ

ク、AT&T、MCI、スプリントを挙げている。

また、タイムワーナー、コックス・コミュニーケ

ーションズ等のCATV事業者や競争的アクセス事

業者（CAP）も、LATA１３２の通信に従事する事

業者として列挙されているが、市場に与える影響

の大きさから、最終的な分析については前述の５

社に限定して検討を行っている。

なお、長距離通信事業者であるAT&Tが、

LATA１３２間の通信に関して、ベル・アトランテ

ィックとナイネックスを競争事業者として強く意

識していることは、FCCに対するAT&Tの料金

平準化の適用除外申請からも伺える。すなわち、

通信法第２５４条は、長距離通信事業者に対し、同

一距離段階の通信であれば、業務区域のいずれの

地点から発信された通話に関しても、同一料金を

適用するという料金の地理的平準化を義務付けて

いる３６。しかし、ベル・アトランティックが提供

するLATA１３２の長距離通信サービスは、人口密

度の高い地域であることから、料金平準化の義務

を課せられたAT&Tは、料金水準の点で、ベル

・アトランティックとの競争上、不利な立場にあ

る。このような背景から、AT&Tは１９９６年１０月

にFCCに対して、この区間に関しては料金平準化

の適用を除外するよう申請を行ったが、FCCは、

１９９７年１月にAT&Tの申請では、適用を除外す

る正当な理由が提示されていないとして、この申

請を却下する決定を下している３７。

また、ベル・アトランティックとナイネックス

の合併については、FCCは地域通信サービスと長

距離通信サービスを一体的に一つの市場として考

えているが、LATA１３２に関しては、水平合併の

側面だけではなく、垂直統合の側面も有している。

合併前ではそれぞれが自己の業務区域のサービス

を接続して長距離通信サービスを提供していたの

に対し、合併後では合併後の存続事業者がワン・

３６ 通信法第２５４条では、長距離通信事業者が農村地域及び高費用地域の加入者に課す料金は、当該事業者が都市部の加入者に課す
料金より高いものであってはならないと規定されている。

３７ この問題については、FCC文書のCC Doc．No．９６－６１．参照。
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ストップ・ショッピングの形態で提供する形態と

なり、垂直統合の問題はより重要になると考えら

れる。FCCは、この両事業者の合併により認識が

強化されるようになる垂直統合の問題に関しては、

５．５項で述べる合併の条件を課すことで対処して

いる。

５．３ 集中度

ナイネックスは、地域通信市場では圧倒的な市

場占有率を有しているが３８、両者の合併を審査す

るに当たっては、５．１項で述べたとおり、市場を

地域通信市場と長距離通信市場を併せた市場とし

てとらえている。したがって、集中度もこの市場

全体で計測されることになる。

FCCは今回の調査において非公開の研究結果に

基づきHHIを算出しており、ここで得られた具体

的数値は公表されておらず、合併を審査するFCC

文書の脚注２６８では算定例が示されているにすぎ

ない。この数値例では、ナイネックスの業務区域

のLATA１３２におけるナイネックスの市場占有率

が５３％、ベル・アトランティックが１％の場合、

合併後では、高度に集中化された市場とされる

HHIの１，８００を超え、かつ、合併によってHHIの

増加分は１００を上回る数値例が示されている３９。こ

のHHIの算定例で見る限り、ベル・アトランティ

ックとナイネックスの合併は、ガイドラインの高

度に集中化された市場であるHHIが１，８００を超え、

かつ、合併後のHHI変化分１００の基準を上回る。

この結果、本件合併は、LATA１３２における市場

支配力を高める可能性が高く、また、主要な事業

者も５社から４社に減少することから、事業者の

協調による価格引き上げや品質の低下等が生じる

可能性も高くなる。しかし、１９９６年電気通信法で

地域通信市場における競争促進の方針が明示され

たものの、ベル系地域電話会社は伝統的にこの市

場では独占的状況で運営を行ってきた歴史を持つ。

このため、長距離通信市場を含めた市場全体で計

測されているとは言え、既存の地域電話会社であ

るナイネックスの集中度が高い水準になることは、

むしろ当然の結果である。１９９２年水平合併ガイド

ラインは、産業一般を対象としていることから、

特に地域通信市場を対象に含めた電気通信市場の

分析では、市場の集中度が高く、ガイドラインの

区分である「高度に集中化された市場」の基準を

大きく上回る。FCCもLATA１３２のHHIが極めて

高い水準であることは必然的結果であるとして、

この指数のみで今回の合併を判断する見解はとっ

ていない。

５．４ 効率性

水平合併には、５．１項で述べたとおり、規模の

経済性の発揮によって平均費用を低下させる効果

が生じる場合がある。ベル・アトランティックと

ナイネックスは、合併による便益として、これま

で個々に行ってきた業務を共有化することによっ

て、費用を節減することができること、これまで

問題視されてきたナイネックスのサービス品質に

関して、合併によってニューヨーク及びニュー・

イングランドにおける電話サービスの品質改善に

つながると考えられること、広帯域サービスの進

展に寄与することを挙げている。効率性を向上さ

せる具体的な費用削減項目としては、両社の共通

部門の職員の削減、調達費用の削減、ソフトウエ

ア開発、研究開発の統合、広告費の節減、合併に

３８ FCC文書CC．Doc．９７－２８６の脚注１６１では、ナイネックスのような伝統的地域電話会社は、全米の地域通信サービス及びアクセ
ス・サービス市場の約９９．５％を占有していると記している。

３９ 合併前後で事業者のサービス提供量に変化がないことを前提とすると、合併前のHHI＝５３２＋１２＝２，８１０ 合併後のHHI＝５４２＝２，９
１６ HHIの変化＝５３×１×２＝１０６となる。
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よる統合的戦略の策定、イエロー・ページの統合

等が掲げられ、合併から３年以内で１０億ドルの費

用削減になるとFCCに対して主張している。

しかし、合併による効率性は、ガイドラインも

認めるとおり、合併事業者の内部情報であること

から、費用削減が合併によって起因するものか、

合併が行われずとも事業規模の拡大することによ

って得られるものか、合併前の非効率性が改善さ

れた結果であるのか、あるいは、これ以外の要因

によるものか、特定化することは困難である。

FCCも今回の合併申請においては、合併以外では

達成することができない効率性の改善がわずかに

存在することは認めるものの、申請者の主張どお

りに評価する姿勢はとっていない。

５．５ 合併の条件

電気通信事業の場合、その歴史的経緯から集中

度が高く、産業一般を対象とするガイドラインで

示された基準でいう高度に集中化された市場とな

るのはやむを得ない。むしろ、規制当局は、反競

争的行為の誘因を特定化し、これが実現しないよ

うに各種競争ルールの設定を行ってきたと言えよ

う。具体的に、ボトルネック設備を有する地域電

話会社には、イコール・アクセスの提供義務や接

続料金規制を課すことによって競争条件整備を図

ってきた。ベル・アトランティックとナイネック

スの合併は、LATA１３２に関しては競争事業者数

が減少することから、水平合併の問題として捉え

ることが可能であるが、今回の合併でLATA１３２

に関して１社で地域通信サービスと長距離通信サ

ービスが一体的に提供されること、合併により影

響を受ける主たる事業者が長距離通信事業者であ

ることを踏まえると、第３節のベル系地域電話会

社の長距離通信サービスの提供、すなわち、垂直

統合形態と同じ問題が提起されることになる。こ

の場合、ベル系地域電話会社が一定の要件を満た

せば、垂直統合形態が認められるように、反競争

的行為を行わないことが保証されれば、ベル・ア

トランティックとナイネックスの合併に関しても、

途が開かれることになる。アメリテックの長距離

通信サービスの提供申請で実際に問題となった点

が、オペレーションズ・サポート・システムであ

ったが、FCCは、ベル・アトランティックとナイ

ネックスに対し、オペレーションズ・サポート・

システムを含む以下の項目を遵守することを合併

認可の際の条件として義務付けた。なお、この条

件は、合併審査の過程で事業者自らがFCCに申し

出て、FCCが合併の条件として付加した内容であ

ると記されている。

A 成果監視報告書の作成、提出

B オペレーションズ・サポート・システムへ

のアクセスのための統一的インターフェイス

の提供

C インターフェイスの運用上のテストの実施

D 将来的経済費用によるアンバンドル・ベー

スの接続の提供

E 接続に関する誠実な交渉の実施

これらの条件は、地域通信市場の競争を促進す

るための通信法第２５１条の規定と同じ趣旨の内容

を含んでいる。換言すれば、ベル・アトランティ

ックとナイネックスの合併を認めても、ナイネッ

クスの業務区域であるLATA１３２の競争が阻害さ

れないことが、上記５つの条件で担保されると判

断し、FCCが最終的な判断をしたことを意味して

いる。

一方、この両社の合併では、業務区域に属する

州公益事業委員会も判断を下すことになる。１９９７

年３月に、ナイネックスを所管するニューヨーク

州公益事業委員会は、両社の合併に関して条件を

付けた上で、合併認可の決定を行っている。ニュ

ーヨーク州公益事業委員会が加えた条件の趣旨は、

一つはナイネックスのサービス品質の向上であり、
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２番目には企業の本社誘致の問題である。ナイネ

ックスのサービス品質については、以前からニュ

ーヨーク州公益事業委員会が問題として認識して

おり、同委員会は、合併認可の条件として、ナイ

ネックスのサービス品質をベル・アトランティッ

クと同等の水準まで引き上げること、５年間で１０

億ドルのサービス品質改善のための投資を行うこ

と、品質向上のために１９９７年末までに７５０人から１，

０００人を新たに雇用することを義務付けた。また、

ニューヨークの経済活動の観点から、合併後の本

部をニューヨーク市に置くことも併せて義務付け

ている。FCCが地域通信市場の競争促進を合併の

条件として付加したのに対し、州政府の条件は当

該地域の得失に直結する内容であり、両者は性格

をやや異にしている。

さらに、両社の合併の場合には、とりわけ、業

務区域が隣接していることから、合併がなかった

ならば生じていたであろう他地域への参入による

競争が実現せず、これによる損失が発生する可能

性がある。これは、１９９２年水平合併ガイドライン

では、現実的な潜在的競争（actual potential

competition）と称されているが、FCCは今回の

案件においては公共の利益の観点から問題はない

として、簡単に処理している。

FCCは、今回の合併審査に当たって、今回の合

併認可により生じる問題点を指摘する一方、便益

については「公共の利益」という言葉を多用して

いる。この内容を一連の文脈で推測するならば、

潜在的長距離通信事業者が実現化されないマイナ

スを、今回の合併による効率性向上と条件として

付加されたネットワークのオープン化の促進によ

る便益が上回るとFCCが判断したということにな

ろう。しかし、FCCの決定文書では、合併に際し

て複数の問題点を指摘する一方、何が公共の利益

に資するのかを明確にしないまま、公共の利益と

いう概念に政策判断の根拠を求めることは、決定

過程の曖昧さ、不透明性を増長する危険性がある

ように思われる。

５．６ パシフィック・テレシスとSBCの事例

FCCは、ベル・アトランティックとナイネック

スの決定に先立ち、１９９７年１月に、ベル系地域電

話会社であるパシフィック・テレシスとSBCコミ

ュニケーションズの合併を認可した。SBCコミュ

ニケーションズは、テキサス州、ミズーリー州、

オクラホマ州、カンサス州、アーカンソー州を業

務区域とする一方、パシフィック・テレシスは、

カリフォルニア州及びネバダ州を業務区域とし、

隣接地域を含まない地域電話会社同士の合併であ

る。互いの地理的市場は独立であり、合併は同一

生産物を異なる地点で生産する企業間の合併、す

なわち、コングロマリットの一形態ということに

なる。

この合併に関して、連邦政府としては、FCCが

通信法第３１０条に基づき、無線局免許の移転に関

する判断を行い、司法省が合併が反トラスト法に

抵触するか否かを判断することになる。

ベル・アトランティックとナイネックスの合併

問題 に つ い て は、FCCの 公 衆 通 信 事 業 局

（Common Carrier Bureau）が担当したのに対し、

今 回 の 案 件 は 無 線 電 気 通 信 局（Wireless

Telecommunications Bureau）が所管しており、

担当部局も、アプローチも異なる。以下では、FCC

がコングロマリットの一形態である今回の事例を

判断する際の考え方について、合併ガイドライン

に関連する部分を中心に整理することとする。

１９９２年水平合併ガイドラインは、前述のとおり

水平合併を対象とし、これ以外の合併問題につい

ては、１９８４年ガイドラインが適用される。パシフ

ィック・テレシスとSBCコミュニケーションズの

合併が関係するガイドラインの該当部分とは、１９

８４年ガイドラインの第４項の非水平合併における
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現実的な潜在的競争に対する有害な影響の有無の

点である。１９８４年ガイドラインは、水平合併以外

の合併は、同一市場で競争している企業間の合併

ではないことから、水平合併ほど競争上の問題を

惹起しないとしながらも、合併によって競争企業

の増加による市場成果の改善の機会を失わせる結

果をもたらす場合には、司法省は当該合併を提訴

する可能性があることを宣言している。パシフィ

ック・テレシスとSBCコミュニケーションズの合

併に際しては、合併が行われないならば、通信法

第２７１条æ„項に基づき、他社の業務区域に参入す

る可能性があったところ、合併によって参入が行

われず、結果的に競争の機会が失われるか、また、

その場合どの程度、競争促進を抑制することにな

るのかということが議論の焦点となる。FCCは、

両社の合併の現実的な潜在的競争が失われること

に関して、次の５つの要件を列挙した。

A 問題となる市場が高度に集中化された市場

であること

B その市場に参入を計画していた合併前の事

業者に匹敵する他の潜在的参入事業者がほと

んど存在していないこと

C 合併に関係する事業者が、合併が提案され

ていなかったならば、問題となる市場に参入

していたであろうこと

D 合併に関係する事業者が、合併以外に参入

に関して実現可能な手段を有していたこと

E 合併以外の参入方法が競争促進をもたらす

こと

FCCは、パシフィック・テレシスが自己の業務

区域で地域通信サービスの約９９．５％の市場占有率

を占めている現状があるものの、他のベル系地域

電話会社、AT&T、MCI等の長距離通信事業者、

TCI、タイムワーナー等も潜在的競争事業者と考

えられること、合併計画前に互いの業務区域でサ

ービスを提供する計画が見られなかったこと等を

理由に、合併が潜在的競争を抑制するとは見なさ

れないとの判断を下している。

司法省も、１９９６年１１月に、パシフィック・テレ

シスとSBCコミュニケーションズの合併は、反ト

ラスト法に反しないとする極短いステートメント

を発表して、調査を終了した。

パシフィック・テレシスとSBCコミュニケーシ

ョンズの合併は、垂直統合、水平統合のいずれに

も該当しない。さらに、業務区域が離れているこ

とから、ベル・アトランティックとナイネックス

のように、合併計画以前に互いの業務区域に参入

するという動きもなかった。このため、FCCの合

併の審査に関して意見を提出した関係者も少なく、

大きな議論も呼ばずに終了したという印象が強い。

し か し、一 つ 注 目 し て お く べ き 点 は、

Competition Policy Institute４０等がFCCに提出した

意見として、両社の合併が電気通信設備の購入等、

様々な面で市場支配力を高め、独占力を行使し得

る可能性があることを指摘していることである。

FCCはこの考え方を否定しているが、ベル・アト

ランティックとナイネックスの合併を含めると、

ベル系地域電話会社の数は、１９９７年だけで７社か

ら５社に減ったことになる。大手事業者が合併で

さらに規模が拡大することは、例えば、交換機市

場の買い手の交渉力が増すことにつながるものと

思われる。情報通信産業全体の裾野の広がりで、

この分野における伝統的な地域電話会社の比重は

小さくなるのか、地域電話会社同士の合併により

市場支配力は高まるのか、今回の２件の合併が通

信機器を含む情報通信産業全体にどのような影響

を及ぼすのか、今後、注意深く検証する必要があ

るものと思われる。

４０ Competition Policy Instituteとは、１９９６年に設立された消費者保護団体で、電気通信及びエネルギー分野の政策決定に頻繁に意
見を提出する等の活動を行っている。
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５．７ ベル系地域電話会社同士の合併の判断

本項では、一部繰り返しとなるが、これまでの

２件のベル系地域電話会社同士の合併案件に対す

るFCCの反応をまとめておこう。ベル・アトラン

ティックとナイネックスの合併には、複数の側面

がある。一つは、LATA１３２の長距離通信サービ

スを提供する事業者としての水平合併である。こ

の水平合併によって、LATA１３２内の利用者は、

長距離通信サービスの事業者の選択の幅が１つ減

るとともに、合併が実施されなかったならば生じ

たであろうベル系地域電話会社の業務区域外の提

供に途を閉ざしたことになる。このため、LATA

１３２に関して、両社の合併は、合併事業者の市場

支配力を増大させる結果を導くものと考えられる。

２番目の側面は、パシフィック・テレシスと

SBCコミュニケーションズの合併と同様に、コン

グロマリットの一形態としての同一サービスを異

なる業務区域で提供する事業者間の合併形態であ

ることである。LATA１３２以外の地域では、互い

の事業者の業務区域が異なることから、合併がな

かったならば参入が行われていたかもしれない潜

在的競争が失われる以外に、直接的に合併が弊害

をもたらすという要素は見当たらない。実際の合

併後の市場成果の検証は、データの蓄積を待って

行わなければならないが、両事業者が主張するよ

うに、ソフトウエアの開発、研究開発の統合及び

広告費の節減等の効率性向上に寄与する可能性も

ある。このようなコングロマリットの形態の判断

に関しては、合併による効率性向上の便益と、情

報通信産業全体での独占力行使の可能性の比較衡

量の問題としてとらえられることになる。

３番目は、LATA１３２に関しては長距離通信サ

ービスを提供することから、地域通信サービスと

長距離通信サービスの双方を一体的に提供する垂

直統合形態としての側面である。これは合併以前

から生じていた問題であるが、これまでは互いの

業務区域内の設備を接続して提供していた形態で

あり、合併後は存続企業であるベル・アトランテ

ィックがワン・ストップ・ショッピングの形態で

提供することから、垂直統合の問題はこれまでよ

り深刻なものになると考えられる。この問題につ

いては、ベル・アトランティックの自社内の提供

と他の長距離通信事業者に対する接続条件の同一

性確保、地域通信ネットワークのオープン性の確

保で担保される。この具体的措置が、通信法第２５

１条の規定及びFCCが両社の合併の際に課した条

件である。

しかし、この合併に関する多くの論調は、水平

合併及び垂直統合の側面よりも、コングロマリッ

トの形態、すなわち、１９８４年のAT&T分割で誕

生したベル系地域電話会社の数が減ること、AT

&T分割以前のベル・システム時代に戻ることに

対する懸念であったようにも思われる。今回の合

併の調査に対しても、MCIやCPIからは、合併後

の事業者の規制の適用は、実際上、困難性が増す

こと、１９９６年電気通信法を審議した連邦議会は、

ベル系地域電話会社が競争することを期待したの

であって、合併することを想定していたのではな

い旨の意見をFCCに提出している。今回の２件の

合併でベル系地域電話会社の数は５社に減る。電

気通信事業における合併がプラスの評価を与えら

れるのは、垂直統合による問題が市場の競争メカ

ニズム又は規制手段によって回避され、あるいは、

水平合併とコングロマリット形態で生じる可能性

のある弊害を効率性による便益が上回る場合であ

る。このため、合併認可の是非については、合併

により得られる効率性と合併認可で課せられた条

件の実施による地域通信市場の競争促進が、どの

程度の成果を上げたかの検証が不可欠であり、そ

のためには一定の時間の経過を必要とする。しか

し、筆者自身は、FCCが競争条件に関する条件を

付加することを条件に、また、パシフィック・テ
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レシスとSBCコミュニケーションズの合併の場合

のように、地理的には隣接していないとはいえ、

両者の合併を認可することには、やや懐疑的な見

方を払拭できないでいる。確かに、前者の事例の

場合、水平合併の部分は、LATA１３２のみであっ

て、ベル・アトランティックとナイネックスの業

務全体から見れば、ごく僅かな部分に限定される。

しかし、合併認可に際して付加した条件が競争条

件整備に貢献するとみても、これは基本的には競

争を促進するための通信法第２５１条の規定で担保

すべきであって、合併により初めて実行に移すこ

とが可能となる政策手段ではない。むしろ、今回

の条件は、申請検討過程で申請当時者側からの申

し出とされているが、合併を認可する代わりに地

域通信市場の一層のオープン化を求めたという規

制当局と被規制事業者の交渉の結果という色彩が

強いという印象を受ける。

第２に、ベル・アトランティックとナイネック

スの合併の他、既にパシフィック・テレシスと

SBCコミュニケーションズの合併も認可されてい

ることから、ベル系地域電話会社の事業者数の減

少によって、ヤードスティック競争機能に対する

期待は小さくならざる得ない。米国の場合、ベル

系地域電話会社が提供している州内通信に関して

は、州の公益事業委員会の規制を受けることから、

FCC及び州政府が、規制システムとしてShleifer

（１９８５）のいうヤードスティック料金規制方式を

導入する土壌にはない。このため、ここでのヤー

ドスティック競争とは、同種の事業を営む事業体

の相対的な経営比較、株価や格付けを一つの指標

とした事業者間の比較、評価という意味になる。

１９８２年の修正同意判決とその後の措置としての

AT&T再編成計画では、地域電話会社は、概ね

同じ資産水準となるように７つに再編成された。

このため、地理的状況、需要条件等に差はあるも

のの、これを補正することによって、規制当局、

利用者及び株主は、７つの会社間で業績を比較評

価することが可能であった。今回の２件の合併で、

比較対象の事業者数の減少に加え、対象事業者の

規模、特性の差の違いも広がることになる４１。

しかし、ヤードスティック競争機能が失われる

ことに関する懸念は、我が国の政策を意識するか

らこそ、生じているのかもしれない。もともと、

ヤードスティック競争に関しては、日米間で考え

方に差があるように思われる。我が国では、NTT

再編成に関する審議会答申において、独占的な

NTTの地域通信事業を東西２社に分けることで、

ヤードスティック競争のメカニズムに期待する議

論が活発に行われた４２。一方、米国の場合には、

州内通信の規制主体と州際通信の規制主体が分か

れている。このため、当初の７つのベル系地域電

話会社であっても、自己の業務区域の州政府に個

別に料金申請を行うこととなり、一つの規制当局

が一元的に他の事業者の費用情報の比較を含めて

認可する体制にはなく、このような状況では料金

規制におけるヤードスティック方式の導入は、極

めて限定的である。

さらに、この問題に関連して、地域通信市場に

おける競争の進展の違いを挙げることもできよう。

ヤードスティック競争は、地域的には独占であっ

ても同種の事業を営む企業体を水平的に比較する

ことによって、規制当局と事業者間の費用情報の

非対称性を是正するとともに、事業者に対して費

用削減インセンティブを付与する規制方式である。

４１ 具体的に、加入数で比較すると、７つのベル系地域電話会社の中で最大と最小の加入数比率は、１９９５年時点の２件の合併前で約
１．４８倍であったのに対し、２件の合併後では同じ時期で約２．０倍に拡大する。

４２ １９９２年度に導入されたNTTの事業部制では、独占的傾向が強い県内通信を対象とする地域通信事業を全国１１に分けることで、
比較可能な状況を創出するねらいがあった。
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したがって、地域通信市場においても、移動体通

信事業者、競争的アクセス事業者、長距離通信事

業者等の事業展開が進めば、設備ベースの事業者

の直接的な競争メカニズムに期待することもでき

る。この意味で、FCCは、今回の合併認可によっ

て、地域通信市場の独占を前提としたヤードステ

ィック競争メカニズムよりも、地域通信市場のオ

ープン性を高めることによって、地域通信市場に

おける設備ベースの複数事業者による競争を選択

したと解釈することもできると思われる４３。

FCCの行った合併認可の評価に関しては、合併

後の市場成果を示すデータの蓄積を待たなければ

ならないが、現時点で評価される点は、今回の決

定文書がベル・アトランティックとナイネックス

の合併を対象とするだけではなく、FCCの合併に

対する基本的考え方を提示したことにある。FCC

は合併の審査に当たって、第４節で示した１９９２年

水平合併のガイドラインに沿って検討を行うとい

う方針を明示した。司法省及びFTCは、ガイド

ラインの公表の目的を反トラスト法の施行に伴う

不確実性を小さくし、かつ、規制方針に関しての

予測可能性を高めることであると明記している。

この意味で、今回のFCCの決定文書は、ベル・ア

トランティックとナイネックス以外の合併問題に

関して、規制当局の判断を予め提示し、事業者の

行動に対する不確実性を低下させることに寄与す

るものと評価することができる。

おわりに

これまで日米の電気通信事業では、伝統的な事

業者が独占的地位を占め、その独占的市場で参入

する競争事業者との競争条件をいかに整備するか

が、大きな政策目標とされてきた。そのための政

策手段として、構造分離が議論され、米国におい

ては１９８４年にAT&T分割が実施に移された。し

かし、事業者の動向とこれに対する政策判断から

推察されるとおり、現在ではAT&T分割から１０

年を経て、統合化へと移りつつある。この統合化

が競争政策と整合的なものであるのか、どのよう

な市場成果をもたらすのか、第３者的に表現する

ならば、我々は米国の実験を観察し得る立場にあ

る４４。

様々な産業の一つとして、電気通信産業を見た

場合、既存の地域電話会社の市場支配力は他産業

と比べ極めて高い水準にあると考えられる。特に、

加入者回線は他サービスの提供に当たって他の代

替手段が乏しい中間財である。さらに、ネットワ

ークとしてサービスが提供されるため、一つの合

併が垂直統合の要素を持つ場合のほか、水平合併

とコングロマリットの側面も有することがあるこ

と、業務区域が隣接しているか、否かで合併の影

響の程度が変化することが、問題を一層複雑なも

のにしている。

電気通信事業は、一般の産業に比べ集中度が高

く、文字通りガイドラインに即して考えれば、合

併が認められる環境にはないと判断される。しか

し、時系列的にはその集中度は低下の方向に向か

っており、また、１９８０年代から１９９０年代前半の状

況と現在では、電気通信事業を取り巻く状況、統

合化に対する外部環境も変化しているように思わ

れる。ディジタル化、マルチメディア化の進展に

より、従来の電気通信サービスの枠組みだけでは

なく、コンピュータ分野、放送分野等、これまで

とは異なる領域との融合が進みつつある。このた

め、伝統的な電気通信サービスにも他分野のサー

ビスとの代替性が生じつつある４５。技術の進展が

４３ 但し、米国にあっても、現時点では設備ベースの競争事業者の選択の幅は限定的である。
４４ 米国側から見れば、我が国の持株会社制度による競争政策の実効性については、第３者的な分析対象の一つであろう。
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著しいコンピュータ分野では、ビル・ゲイツ氏の

発言に意図されるように大企業であっても、将来

競争力を維持し続けることが可能か、否かという

問題も一方では提起される。この観点では、たと

え国内の電気通信事業において、統合化された大

規模な事業者であっても他分野から技術開発を含

めた競争圧力を受けることになる。さらに、海外

の事業者からの競争を考慮すれば、すなわち、市

場の画定をこれまでより広くとり、国境を超えた

グローバルな範囲にまで拡大するならば、伝統的

既存事業者であっても市場支配力を発揮できる立

場にはないのかもしれない。その前提に立つ限り、

統合化の許容範囲は従来よりは拡大される可能性

がある。しかし、これまでの日米の政策の双方は、

既存事業者の市場支配力行使の未然防止と、独占

的市場のオープン性確保の観点から、構造分離が

強く意識されており、統合化がどのような市場成

果をもたらすかについては、現時点では明確な回

答は持ち合わせていないことを認識しておく必要

があるものと思われる。
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